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開 会 午前 ９時００分 

 

○議長（西川憲雄）  おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１２名であります。定数に達しておりますので、直ちに

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（西川憲雄）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、７番、石谷政輝議員、

８番、中澤一博を指名します。 

 

日程第２．一般質問 

 

○議長（西川憲雄）  日程第２、一般質問を行います。 

  質問者は、お手元に配付しているとおりです。 

  なお、一般質問は、会議規則第６１条第４項の規定により一問一答方式とし、
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質問と答弁を合わせて４０分以内とします。 

  それでは、受け付け順にこれより順次行います。 

  初めに、石谷政輝議員の質問を許します。 

  ７番、石谷政輝議員。 

○７番（石谷政輝）  私は、初めに子育て支援について質問いたします。 

  以前、同僚議員も質問されていたことがあるかと思いますが、未満児の子育て

支援についてお尋ねいたします。 

  子どもは宝であり、人口増加のための定住対策を初めとして子育て支援につい

てもさまざまな取り組みがされていることは承知しています。その成果の多く出

ている面もあるかと思いますが、近年大きな問題となっている２０代を中心とす

る若者世代の低所得や、正規雇用問題で共働きをせざるを得ない夫婦が多い現状

があります。育児休業制度から復帰できる職種もあれば、子どもを産むことで一

たん仕事をやめて、また新たな職を探す方も多いようです。未満児の間は家庭で

ゆっくり育てたいという声も最近の傾向としてふえているようですが、現状とし

ては、家計のためにも仕方なく保育園に預けながら働く方もいますが、未満児の

場合、保育料も高く、わずかなパート職で得た収入も保育料でほとんどが消えて

いきます。また、産後に小さな子どもを抱えての新たな職探しで苦労されている

ことも多いようです。核家族もふえ、小さな間は熱を出すことも多く、そのたび

に仕事と子育ての折り合いをつけながら働くことはとても大変なことだと思いま

す。 

  このような厳しい状況を抱えた場合に、家庭で子育てをする場合は町からの支

援をして安心して子育てをしてもらえることはできないものでしょうか。未満児

で預けると、年間で町は約１５０万円の出費になると聞いています。パートで得

た収入はわずかしか残りません。そのわずかな分を町で支援してはいかがでしょ

うか。未満児の間に行政からの支援を受けながら家庭で育てることで、行政も保

育士不足などの問題も少なくなり、また、町ぐるみで子どもを安心して産み育て

ることを積極的に展開していくことで、新たに産んで育てようという方もふえて

くるのではないでしょうか。所得差もあると思いますが、年間５０万から１００

万の支援をされてはいかがでしょうか。これは切実な問題であり、少子化に何と

かして歯どめをかけていくためにも考えていただきたいと思っていますが、どの

ようにお考えか教育長にお尋ねします。 



－４－ 

  以下は質問席にて行います。 

○議長（西川憲雄）  藤原教育長。 

○教育長（藤原 孝）  おはようございます。石谷議員のご質問にお答えをいた

します。 

  確かに、子どもが生まれ一定期間親もとで育てるというのは理想であると私も

考えております。しかし、さまざまな諸事情から、そういったことができにくい

世情であることは議員もご理解をいただけるものと思います。 

  未満児、せめてゼロ歳児の子育てに年間５０万から１００万円の支援をしては

どうかというご提案でございますが、以前、他議員の質問にもお答えしておりま

すが、金銭による就労保障的な支援策は難しいというふうに考えております。 

  町といたしましては、本年度から保育料を１５％引き下げ、子育て支援に努め

ているところでございます。ちなみに３歳未満児の通いますあたご保育園の平均

保育料は月額１万３,０００円であり、年間１５万円程度の保育料となっており

ます。 

  子は宝であるという思いは議員と同感でございます。繰り返しになりますが、

現在のところ金銭的な支援は難しいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（西川憲雄）  石谷議員。 

○７番（石谷政輝）  近年町内を回っていますと、本当、町は定住対策を中心に

して、子どもは宝だということを私たちでも同じ思いなんですけどもね、産んだ

後のこの智頭町の中に仕事がどれだけその後にあるかというのが、統計でもいい

からとってもらえたらと思うんですけどね、非常に厳しいものがあるかと思うん

ですけども、その辺のお考えはありますか。 

○議長（西川憲雄）  藤原教育長。 

○教育長（藤原 孝）  今回、智頭町内、２社ではありますが、電話で問い合わ

せをいたしました。確かに労働基準法で育児休業制度というのは労働者にすべて

認められている権利でございます。短期のパートでありますとか、それから日雇

い契約とか、そういうものを除きましてパートでも、それから派遣でも、もちろ

ん正社員は申すまでもございませんが、一定期間以上の雇用を結んでいる会社で

あれば、労働基準法によって育児休業をとらせなければならないということにな

っております。町内２社問い合わせまして、まだまだ数が少ないかもわかりませ
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んが、そういう制度、１年間の育児休業制度は整っているということでございま

す。以上でございます。 

○議長（西川憲雄）  石谷議員。 

○７番（石谷政輝）  ただいま町内は２カ所お尋ねになられたということなんで

すけども、全体ですね、今の出生率のところを調べていただいたら平均値が出る

んじゃなかろうかと思います。またそれによって対応の仕方も変わってくるんじ

ゃないかと。１５％のカットにいたしましても、本当に切実な声があるから１

５％カットに至ったわけじゃなかろうかと思ってるんですけども、そこらのとこ

ろが再度聞けたらお尋ねいたします。 

○議長（西川憲雄）  藤原教育長。 

○教育長（藤原 孝）  先ほど申しましたあたご保育園、平均が１万３,０００

円というふうに申し上げましたが、これは上下かなり所得差によってありまして、

低いほうでは月額４,０００円、高いほうでは４万円ということになっておりま

す。 

  いずれにいたしましても、まだ２社程度しか調べてはおりませんが、普通の会

社という言い方は違うかもわかりませんが、株式会社であったり有限会社であっ

たり、当然、労働基準法が適用されている会社につきましては、こういう制度は

１００％あるものというふうに思っております。 

○議長（西川憲雄）  石谷議員。 

○７番（石谷政輝）  私が言っとるのは、教育長、出産された方の平均を調べて

ほしいと。そういうところがある、有給が１年間あるところの会社を調べてほし

いと言っておるわけじゃないんですよ。出生が例えば４０人あったら４０人のと

ころを調べていただいて、平均がどうなっとるかと。今それで家庭はどういう状

況にあるのかということがね、今後の何かのプラスの一つにつながるんじゃなか

ろうかと思っていますんで、そこら辺のところがいかがでございましょうか。 

○議長（西川憲雄）  藤原教育長。 

○教育長（藤原 孝）  議員の質問の趣旨は理解できました。個人情報的なこと

もあろうかと思いますが、できる限り近年生まれた家庭の動向を調査をしたいと

いうふうに思います。 

  それから、育児休業というのは原則無給でございますので、有給ではございま

せんので…ます。 
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○議長（西川憲雄）  石谷議員。 

○７番（石谷政輝）  わかりました。時間の都合もありますので、今後に期待し

て、次の質問に入りたいと思います。 

  次に、荒廃する山林と法面についてですが、近年町内を見渡し歩いてみると、

小さな山崩れ、ガードパイプが腐ったままになっていたり、その他危険箇所を幾

つも目にします。いずれも危険を伴うことであり、修繕していくことが必要だと

思われます。このような現状をどのように把握されているのかがはっきりわかり

ませんが、工事の管轄も町なのか県なのか、また順次直していく予定はあるのか、

町民には非常にわかりづらく、困っているのは住民です。また、小さなときに手

当てをするのはとても大きなことではなかろうかと思っていますけども、その基

準の難しい面もあるとは思います。どのようなことを基本に置いておられるのか、

現段階での回答がいただければと思いますので、これは町長にお尋ねいたします。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  石谷議員の、荒廃する山林と法面についてのお尋ねでご

ざいますけども、近年、材の価格低下によって山の手入れが行われず、荒廃する

山林がふえておるということは承知しております。健全で良好な状態に維持され

ている山林というのは、下草や低木等の植生、落葉落枝等により表土が覆われて

おり、シカ、イノシシ等のえさも豊富で、雨水等による土壌の浸食や流出を防い

でおります。また、樹木の根が土砂や岩石等をしっかりと包んで固定しており、

土砂の崩壊を防いでおります。 

  良好な状態に維持された山林の土壌はスポンジのように雨水を吸収して蓄え、

それを急激に流出させず、徐々に河川に送り出すことによって水質を浄化したり

洪水を緩和するなど、このような機能を有しておりますが、荒廃した山林では機

能が低下し、山崩れなどが発生する原因となっております。 

  このために、山林が良好な状態で維持されるよう各種造林事業に対する補助な

どの施策を行ってまいります。山崩れ等が起きたときや危険性がある場合は、保

安林であれば治山事業、また山林であれば急傾斜事業、このようなことで対応し

ております。また、３月議会で承認されました、一戸からでも対応できる小規模

急傾斜地崩壊対策事業、このようなこともありますので、担当課にご相談いただ

ければと思っております。以上であります。 

○議長（西川憲雄）  石谷議員。 
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○７番（石谷政輝）  今の説明で私も大体のところはわかっておるつもりなんで

すけども、現実に今、山の法面が崩壊しかかってると。見とってでもたくさんそ

ういう箇所が見られます。それが大だったらどれぐらいのところまでで県が携わ

ってくれるのかというのがね、大小かかわらず携わっていただけるのかとかね。

また、場所によっては芦津のほうに行くと岩質ですし、富沢のほうに行きますと

真砂の土というんですか、そんな感じみたいに土壌も違うというような面が見ら

れております。 

  また、先日、板井原のほうに上がってみたんですけど、非常に、玉石というん

ですか、こんな石が道路に頻繁に落ちておりました。車が通りにくいもんで片付

けながら上がったのを記憶に覚えていますけども。住んどる住民の方に聞きます

と、シカが上を歩くんですってね。それでその石が落ちてくるんだと。しかし、

通る人にはわかりにくい部分もあったりね、あんなとこからだったら、乗り上げ

て下に落ちたらどうなるんだいやとかね、いろいろな危惧が思いおこされました、

頭の中にですね。 

  そんなようなことを見てみると、住民は住んでるところによって災害の種類も

違うんですけども、そこらの部分についての不安やそんなものを持っている方も

数多くいられますので、緊急なときにはどうやって早い処置をしてあげるのか、

また、これはしばらくおいとってでも事が大きくなるから県と相談しながらやっ

ていくとか、そういうような返事が聞けたらいいんですけども。中にはとにかく

住民は、危険だ危険だと、どこに言っていいかわからないと、せめてあんたの顔

見たから言わせてもらうよというような方もおられるわけなんです、現実に。そ

ういうところの今後に向けての何かいいアイデアみたいなものがあったらお尋ね

したいと思います。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  石谷議員の荒廃する山林という思いの中に、防災という

テーマがおありかと思います。ご存じのように東北の大地震という中で、東海ト

ラフ、これから日本の国が地震というような大きなテーマを抱えておるわけであ

りますけども、本町においても９３％が山林ということで、津波はないんですけ

ども、いつ土砂崩れが起きるか、こういうことの心配は、住民の方も日に日にそ

ういう心配がある。先般我々も集落を回った折にも、やはりこの防災というテー

マの中で山崩れ、土砂崩れ、そういうものが心配なんだという集落からのいろん
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な意見を聞きました。 

  そういった中で、我々も常にそういう危険箇所というものは当然住民のために

町民のために注意しなきゃいかんということで、気合いを入れながらそういう危

険箇所等々は県と相談しながらやると。そういう中で、規模の問題もあるでしょ

うし、そういう中で危険地域というようなものも今防災というテーマの中で掘り

起こしをやっておるという状況ですので、いかにこの災害から町民を守る、きの

うも水防訓練がございましたけども、そういう点では今以上に、これまで以上に

町民のために神経を使っていかなきゃいかんという思いでおりますので、危険箇

所等々が、もしそういう町民からの声等々がありましたら即地域整備課等々にお

知らせいただいて、県と相談しながらスピードをかけてやるということにしたい

と思います。以上です。 

○議長（西川憲雄）  石谷議員。 

○７番（石谷政輝）  大変よくわかりましたので、次に入りたいと思います。 

  次は、職員の対応についてお尋ねをいたします。 

  町長は、日ごろから職員に町民に対しての対応や心構えについての指導に努力

されていることは私も存じていますが、町民の声を聞くと、職員の対応や心ない

やりとりに残念に思われている方が町民の中にいました。 

  その中の一つとして、税金の滞納がないのに督促状が来たというようなことが

あったようであります。いずれも行政の勘違いや不手際のようですが、町民から

すれば払ったはずのものを払っていないと言われて不安になりますし、とても不

快な思いをその方はされていました。だれしも間違いや勘違いは起こり得ること

なので、それがわかった時点で相手の立場に立って素直に謝っていたらよかった

と思いますが、そのあたりでも行き違いがあったようで非常に嘆かれている方も

おられました。そのようなときに誠意を持った対応がされているかどうか、町民

はよく見ています。そのようなことから行政不信にもつながっていくのだと思い

ます。今後もこういうことは起こり得る可能性があると思いますが、そのような

ときには、例えば上司も一緒に出向いて謝るなどの誠意のあらわし方はあるかと

思いますが、そのあたりはどうでしょうか。このような事態がまた起きているこ

とを町長はご存じでしょうか。これをお尋ねいたします。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  私の常日ごろの思いの中で、要は町民あっての行政であ
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るということをモットーにして、住民サービスの向上、町民と行政の信頼関係に

よって成り立つんだと、このような考えでおります。 

  私の耳にも当然報告として入っております。職員としても、正直に申しまして

滞納の部分をおうちに押しかけてまで請求しなきゃいかんというつらい部分もあ

るわけであります。それを、そうはいいながらもつらい思いで訪問するという反

面、金融機関で納付される方がいらっしゃいますが、かなり時間がたつんですね、

納付されてから。問題は、そのあたりの行き違いが出てきたと。ですから職員に

対しては、金融機関で振り込まれたときの、いわゆる１カ月近くなるような金融

機関もありますので、そのあたりをきちんとチェックして対応しないと、今議員

がおっしゃったように、納付しとるのにまた取りに来たというトラブルが起きる

ということであろうかと思います。そのあたりは注意深く職員にもチェックをし

ながら対応するということであります。 

  そういったお互いに正直言って悩ましい問題があるわけであります。お願いし

におうちに上がるということは職員もつらい気持ちでありますし、そういった中

で納税者の皆さんにおかれましても、できる限り期限内に納入していただくこと

を広報等々でもお願いしておりますので、一方的に職員の、ミスはミスで認めさ

せますけども、お互いにそういうことがありますので、そのあたりも納税者に対

しても納付期限にお願いしたいということであります。 

○議長（西川憲雄）  石谷議員。 

○７番（石谷政輝）  言われている職務に当たっている方は、私も本当に頭が下

がる思いで、夜遅くまで頑張っておられるんだなというのは今日まで見てきてい

るのが事実です。 

  それと、先ほど言われた払うほうの支払い方法ですね、それはこれまでもさま

ざまあったかと思いますので、その人によってわかろうと思うんです。その方は

一回も滞納したことが実はないそうです。そうしたところが、こういう行き違い

があったと。その行き違いの上に、領収書を見せてくれと。そしたら大概もう時

間がたつから領収書をなにしとったけど、たまたまその領収書が見つかったそう

です。そしたら今度はその人のことでなしと、今度は子どもが何日だか滞納が、

何日か、わずか１週間かな、１０日かわからないけどおくれたと。それが今度は

その親御さんのもとにまた来てそういうことを言われたというんで、非常に腹が

立っていましてね。それで一生懸命頑張っとる職員も本当にたくさんいるのはわ
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かるんです。ですけども、ささいなことで、今こうやっていかにして滞納をなく

していくかと頑張っている中におきまして、払いたくても払わんと、払いたくな

るような気持ちにさせる、これ本当やっぱり何かの方法で解決させていけたら一

番いい方法じゃないかと思ってますのでね。 

  それと、町長、先ほど聞いてご存じだと言われましたけどもね、実は町長が聞

いておられるのは、その方に言わせれば人を間違えて聞いとって、「町長は私の

見とる前で違う方に謝られよった」ということを聞いたんです。これはひょっと

したらうちのことじゃないかなと思っていながら、だけえ、町長はとても紳士的

な態度をとっておられたけども、謝る相手が違ったんじゃないのかということで

ね、そんなことも聞いたもんですから、ちょっとした誤解がちょっとしたことで

解けていきさえすればとてもよい、お互いが好感が持てるような智頭町になるん

じゃないかと思っていますので、そこらのところがもう少し聞けたらと思います。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  おっしゃるとおりで、固有名詞は出しませんけども、報

告が職員からありまして、即、私自身が訪問いたしました。ところが、私のうっ

かりミスでたまたま人を間違えたということで、また即そのご本人に会ってとい

うような、私自身も失態をいたしました。 

  そういう中で、係にはちゃんときちんと説明するようにということを指示いた

しておりますが、その方はかなり長い期間、何回も職員との折衝の中で、がんと

してご自身の思いというのを主張される。また役場の職員は、これは法的に期日

どおりに対応する。そのあたりの中で何となく相手方も気持ちを悪くされたとい

うことで、これも私も承知しております。そういった中で、できる限り理解して

いただくように何回でも足をたてて、その支払いの方法をご理解いただくという

ことであろうかと思います。 

  いかんせん、要は住民のための我々ですから、横柄な態度というのは、これは

決して許されたことではありませんので、かといって、このあたりが難しいのは、

平身低頭でやって筋の合わないことを要求されても職員としても大変困るんです

ね。そのあたりで感情的になられても非常に困惑するというようなことであろう

かと思いますので、それはその方だけのみでなくて、町全体で注意させるという

ことにしております。以上です。 

○議長（西川憲雄）  石谷議員。 
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○７番（石谷政輝）  苦慮する面やいろいろ大変な面があるかもわかりませんけ

ども、やっぱり課長以下、十分にそういう指導はなされているのは私も存じてお

りますけども、部下が本当でのみ込めているかというと、これも数の世界でなか

なか大変なこともあろうかと思いますけどもね、そこらのことを今後に期待いた

しまして、次の質問に入りたいと思います。 

  次は、防火水槽についてお尋ねをいたします。 

  近年、水不足や防火水槽による火災時の水の確保について不安の声が上がって

きているようで、地域によっては新たな防火水槽の設置の要望もあるようです。

用地の問題や他の諸問題など状況はさまざまだとは思いますが、災害時の安全を

確保するために、条件の整ったところについては設置に向けて地域に対しての何

らかの援助や補助を設けるなどして、町からの協力体制を考えてはいかがでしょ

うかと思うんですけども、これも町長にお尋ねいたします。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  この水不足による防火水槽設置の補助ということであり

ますけども、この防火水槽の整備につきましては、地元の皆さんの要望によりま

して、河川、水路などの自然水利の状況、それから道路状況などを勘案して、消

防署、消防団など関係機関と協議しながら町事業として計画的に整備していると

ころであります。 

  なお、防火水槽、それから消防小型動力ポンプなど消防用施設、設備の整備に

当たっては、地元の皆様のご理解をいただきながら、整備に要した費用の原則３

分の１を地元関係者にご負担をいただいているというところであります。 

  その中で、やっぱり集落を回りますと議員のご質問のようなことが他にもあり

ますので、今ご説明申し上げたようなことを集落にもお話ししながら、でき得る

限りそういう対処をするという考えでおります。 

○議長（西川憲雄）  石谷議員。 

○７番（石谷政輝）  私ひとつお尋ねしたいんですけども。例えば集落によって、

もとの条件は一緒だと思うんです、ですけども、例えばうちの集落は線路が走っ

とってホースが引けないんだよとかね、その他にもほかの問題もあろうかと思う

んですけどね。そんなようなことがあるところには、ちょっとやっぱり同じでは

なしと少しつけ加えるようなことが生まれてこないと、同じところがいつも損を

するというんでなしと、ケース・バイ・ケースのことで、こんなときにはもうち
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ょっとアイデアを出せばこんなこともできる要素があるよとかね、そういうよう

なお互いがアドバイスを出しながらいい方向に進めていくと。それでなくても、

ことしはもう水不足じゃないかともう今から言われておるような状態でして、幸

いにして智頭はそんなことはなかろうかと思っておるんですけども、線路を抱え

ているところはそれも同じような問題が生まれる部分もあるわけなんです。そう

いうことも含めて、ちょっとそこらのところにそういう工夫のできる部分がない

かと思ってなんですけども、いかがでしょう。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  おっしゃるように、集落を維持する状況によって全然違

ってくるわけですね。今おっしゃった、この町の中を鉄道が走っておると、線路

があると。これによって、その集落によって対応が全然違ってくると。 

  これはもう実に我々としても痛しかゆしというような感じがしておりまして、

その件に関しましても、鉄道線路があるともうどうにもならない部分があるんで

すね。で、今おっしゃってる集落のことも承知しております。そうした上で、整

備した防火水槽を水道施設の貯水槽に兼用することは、水道水の衛生上の安全確

保を保つこと、また、防火水槽の国庫補助要綱に定める構造基準に適合しないな

どの問題点もあって、水道施設としての貯水整備が望ましいと。こんなようなこ

とでありますけども、かなり今、係のほうでできうる限り集落に喜んでもらえる

ようなことはないかというようなことで今集落と折衝しておる、その報告も私受

けておりますので、いろんな法的なものをクリアしながら最高にできるような状

況をつくり上げたいと、このように思っております。 

○議長（西川憲雄）  石谷議員。 

○７番（石谷政輝）  大変いい話が聞けてうれしく今思っているとこなんですけ

ども。そこのところに、例えば水道水となったら水の、何メートルあるか知らな

いけども、上水と下と分けて使ったらどうなのか何なのかとか、法的にクリアせ

にゃいけん部分があって、それもできん部分もあると。そしたら横につくったら

どうだいやとか、いろんなことがそういうところが切磋琢磨しながらやっていけ

さえすりゃ、その部分でできる部分もあるかと思いますし、そういう今、川や水

がそばにあって流れているところはいいんですけども、そうでない部分の、非常

に密集というんですか、火事などが起きたときに困ったときの部分でそういうこ

とを考えておられるんではなかろうかと思いますんで、再度強い言葉がいただき
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たいと思います。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  お困りということは実は私の耳にも入っておりますので、

即職員を現地に行かせまして、集落の方とうちの職員でどういうふうにやったら

一番ベターであるかというようなことを今話し合いをさせておる最中ですので、

法に触れることは避けて、できうる限りのことはやりたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（西川憲雄）  石谷議員。 

○７番（石谷政輝）  今後に期待いたしまして、私の質問はこれで終わりたいと

思います。 

○議長（西川憲雄）  以上で石谷政輝議員の質問を終わります。 

  次に、安住仁志議員の質問を許します。 

  ４番、安住仁志議員。 

○４番（安住仁志）  災害備蓄の整備状況について、町長に質問いたします。 

  町長、昨日は、水防団員総勢３４０名の大人数を総指揮なさり、お疲れさまで

した。町民の安心・安全のため、とても心強く感じたものです。 

  古人は、天災は忘れたころにやってくると申しておりますが、災害を忘れては

なりません。いつやってくるかわからない、その危険性を常に念頭に置きながら

対応できる体制を整える必要があるわけです。そのための訓練でした。 

  また、備えあれば憂いなしとも言いますが、幾ら備えがあっても災害に対して

は憂いを取り払うことはできません。常に憂いを念頭に置き、備えが十分かどう

かをチェックする必要があります。 

  まず初めに、町民の命と財産の安心・安全を確保するために常日ごろ粉骨砕身

されておられます町長に対し、もし智頭町民が災害に遭遇した場合における町民

の命の安全を確保するために、災害時用の飲料水・食料品・毛布・寝装品等の備

蓄について質問いたします。 

  災害の種類もさまざまあり、また、たくさんの谷に枝分かれしている智頭町の

地形の複雑さも加わって、延べ何人分備えればよいか想定することはかなり困難

だとは思いますが、町長は、これらの災害備蓄、主にこの３点についてどのよう

な整備をすれば十分だと考えておられるのか、その辺のところを質問したいと思

います。 
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○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  安住議員の災害備蓄の整備状況についてお答えいたしま

す。 

  災害備蓄の必要量についてでありますけども、平成１２年に発生した鳥取県西

部地震以降、県では合理的な備蓄方法として、県下全市町村が災害時に必要と見

込まれる物資、また資機材の標準的な品目及び数量等を連携して備蓄し、災害に

より被害を受けた市町村に応援を迅速かつ円滑に遂行することを目的に、「県及

び市町村の備蓄に関する連携体制整備要領」が策定され、その要領に基づき県内

全市町村が備蓄を行っているところであります。 

  備蓄必要量の算出に当たっては、まず、避難人口の想定につきまして、県内統

一して災害により避難所に収容し保護する住民の人数を人口の約２０％とし、次

に、備蓄対象人数につきましては、想定された当該避難人口の３分の１に対応で

きる共通品目等を備蓄することを規定されており、本町では、この基準に基づき

乾パン、米、粉ミルク、水など食料や、トイレットペーパー、組み立て式簡易ト

イレ、紙おむつ、毛布などの生活必需品など、必要量６００人の１日分を３カ所

に備蓄しておるというところであります。 

  なお、一昨年に発生しました東日本大震災を教訓に、町社会福祉協議会などの

関係機関と連携して現在の備蓄量及び品目など備蓄整備の検証を行うとともに、

各家庭でも必要な備蓄をしていただくよう啓発に努めてまいりたいと、このよう

に考えております。以上であります。 

○議長（西川憲雄）  安住議員。 

○４番（安住仁志）  災害地区の整備及びその更新等、すべてガイドラインがあ

ると、それを忠実に今のところ守っていただいてると。町民としてこれにまさる

安心はないと思います。ぜひチェックも含めて、劣化して使用にたえる数が減っ

てたということのないように、ぜひお願いしたいと思います。 

  次に、同じく智頭町民の命の問題です。智頭町民の命と健康の安心・安全のと

りでとも言うべき智頭病院を守っていただいております。町民の一人として感謝

申し上げます。 

  病院経営、しかも公営病院の経営であるがゆえに、収益増加策一つを取り上げ

てみましても、そのとれる手段に種々の制限、例えば広告等にも自由な広告がで

きないとか、医療報酬の単価等の設定も当然ながらできないところであり、制限
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がいろいろあるわけです、と思います。許される範囲でできる限りのことを立派

にやり尽くしておられる。そのおかげで智頭病院が今頼もしい姿を維持できてい

る、このように思っておるわけです。 

  しかし、だからといって、個人経営でも難しい病院経営、しかも公営病院でい

ろいろの手かせ足かせがある、だからこれ以上どう頑張っても経営改善は難しい

んだというようなことにはなかなかなりません。私は、やはりまだまだ収支改善

等、注文をつける余地があるのではないか、きょうは智頭病院の経営改善策の一

つを注文をつけたいと思います。 

  これは以前もやりました。ここに一冊の本があります。この本は、題名はその

ものずばり「こうしたら病院はよくなった！」という題です。これ私は県庁の保

健部の人から推薦を受けて読みました。「こうしたら病院はよくなった！」とい

うこの本の帯、とてもわかりやすい本ですが、この帯に短く書いてあることを短

く紹介します。 

  「こうしたら病院はよくなった！」。著者は、ある県の病院事業管理者です。

帯には、「医療の質を向上させながら、看護師副院長の誕生を初めとする病院改

革の経験を管理者みずからが語る」、このように書いてあります。このことが素

人の私には実行できるものかどうか、またはこの管理者のいた地域だけが可能だ

ったのか、全国で可能なのかわかりませんが、ぜひ、その中の一つ、いろいろ細

かい専門的なこともありましたが、医療の質を向上、維持じゃなくて向上させな

がら、しかも経営改善にまで資する。本当に看護師の一人、看護師は複数だと思

いますので、副院長はですね、その中の一人を看護師を登用していただきたいと、

このようにこの本は訴えてるわけですが、町長、このようなことを町長はどのよ

うにお考えでしょうか。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  智頭病院の組織体制のあり方については、智頭病院改革

プランの改定を議決をいただきました中で、診療部や看護部などの部制をしくと

ともに、職務職階制も確立されたところであります。 

  議員がかねてからご提唱の看護師を副院長として登用することの考えについて

は、病院の管理運営に関する事項でございますので病院事業管理者のほうから答

弁させます。 

○議長（西川憲雄）  西尾管理者。 
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○病院事業管理者（西尾 稔）  看護師を副院長として登用してはどうかという

ことにつきましては、平成１９年９月あるいは平成２２年の１２月というところ

での一般質問でも全く同様のご質問がありましてお答えしておりますけれども、

現在も当時の考えと変わっておりません。 

  先ほど町長の答弁にありましたとおり、平成２３年度から組織体制の見直しを

行って部制に移行し、３年目に差しかかったところであります。部制とともに職

務職階制を確立することにより、指揮命令系統や責任の所在ということがより明

確にすることができるようになっておりまして、会議内容等が周知徹底され、各

職員の経営意識の向上につながってきていると考えています。 

  議員ご提唱の看護職を副院長職として登用している病院は全国には数あるとい

うことは承知しておりますけれども、鳥取県内の県立二つの病院、市町立の六つ

の病院では、市立病院で発令されているということだけで、県立病院ではかつて

発令されていた時期もありましたけれども、現在は発令されていないという状況

でもあります。当院においても、看護職に副院長職を発令するという考えは現在

のところございません。 

  なお、今後将来ということに向けましては、町条例に基づいて設置されている

智頭町立病院運営審議会があります。その会長には、銀行の幹部の方で、鳥取県

内はもとより近県の医療介護施設への支援を長く担当されている方、それから県

の病院事業管理者や市立病院の事務局長を初め、智頭町在住の民間企業経営者な

ど３名の女性の方々にも就任していただいておりますので、議員ご提唱のこの問

題にとどまらず、幅広く病院組織全体ということについて意見を伺いながら考え

てみたいと思っております。以上でございます。 

○議長（西川憲雄）  安住議員。 

○４番（安住仁志）  ２遍も３遍もして同じように断られております。しかし、

私は、福祉事務所の設置を言ったとき、それは管理者に関係ないですけどね、町

長に福祉事務所を設置したらどうかと。初め、にべもなくノーでした。何回か、

これもしつこいなと言われながら来て、これは私の説得、お願いが功を奏したと

はうぬぼれてはいませんが、今、智頭町に立派に福祉事務所があります。私はこ

のことから粘ることの必要性を学んだわけです。 

  それで、私もこの看護師の一人を副院長に登用することに対して、これから何

回も質問することが多分できないと思います。今回が最後になると思いますので、
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ぜひ今回は粘れるだけ粘ってみたいと。 

  それでね、私は、なぜしないのかわからないんですね。なぜ登用しないのか。

これは釈迦に説法になると思いますけど、管理者ね、この本に書いてある受け売

りですが、看護師の特性、この特性をよく理解しておれば、何も風が吹けばおけ

屋がもうかる、副院長に一人の看護師を登用すれば病院が経営改善できる、それ

から医療水準向上できる。それが、風が吹けばおけ屋がもうかる程度の根拠が薄

弱なものではないんです。 

  管理者は当然、看護師の特性、すなわち、ここに書いてある受け売りですが、

医療はドクターと看護師との共同作業である。これは間違いないですね。しかも

病院に従事している職員の６０％、この大多数が看護師である。このモチベーシ

ョンを上げずして組織の活性化はありません。それから、看護師は医師と違って

たくさんの科を、いろんな科を経験しておりますから、病院内を客観的に見る能

力がある。しかも、看護師がやる気になればそれは患者のサービスにもつながり、

とてもいい印象を与え、患者があそこの病院よかったよと、看護師さんが親切だ

ったよと、このように言って、この循環で、看護師を副院長に抜てきしたことに

よって医療の質も上がり経営改善にもつながったと、こういう論法なんです、筋

道なんですね。このことを信ずるわけにいかないですか。 

  しかも、こういう組織上の活性化の経営上、合理的な理由がある。これがもし

認められないと、そんなことはないと言われれば仕方ない。もし、これ今言った

私は看護師の特性、この特性を発揮させることによってモチベーションが上がっ

て生き生きとした職場に、今が生き生きしてないとは申し上げない、さらに生き

生きとした職場になることによって、これ特に製造業でもそうですけど、病院な

んてもう全く人間の心がとても大きな業務だと思うんですよね。しかもこれは世

界的に男女共同参画社会というのはもう当たり前で、しかもそれが適材適所とい

うことで言うんであれば、いや、そうはいっても適材があればちゃんとするんだ

けど今適材がないんだと、だからそういうメリットがあるので智頭病院でもして

みたいと思うけど適当な人がいないともしおっしゃるんであればもう仕方ないで

すけど、どうでしょうか。組織上、経営上の合理的な理由はお認めになりますか。 

○議長（西川憲雄）  西尾管理者。 

○病院事業管理者（西尾 稔）  重ねてのご質問なんですけれども、さき方お答

えした中でも、平成２３年度からそれまでの制度を改めて「部」という制度にし



－１８－ 

て、それまでは総看護師長というような看護師職の中のトップの人ですよという、

そういう意味合いのものから、それぞれの診療部であったり診療技術部であった

り看護部という中で、組織の中のきちんとした責任者なのですよというところに

改めて、丸２年経過してやっと３年目に入ったところなんですけれども、その効

用といいますか、効果というものは徐々に出てきているように思っております。 

  さき方引き合いに出しておられます著書といいますか、本については、確かに

その先生のご提唱というか、そういうことで、平成１０年ごろからでしょうか、

看護職を副院長にということで全国発令がされている病院があるようです。最近

のホームページで見ますと、近年のもののデータというのはなかなか見つけるこ

とが難しかったんですけれども、平成１０年当時でいきますと、全国に病院が９,

０００ぐらいある。これはアンケートに答えていただけた病院の数だけだったの

かもしれませんけれども、９,０００ある中で２００にちょっと達しないぐらい

のところが看護職を副院長職にということで取り組まれているというような状況

でございました。 

  さき方申し上げましたように、県内では鳥取市立病院だけ。県立、市町立では

ですね、そういう状況も踏まえて考えてみますと、この智頭病院の規模なりそう

いったもので今この場で取り組むことがベストなんだということについては、ち

ょっとご勘弁をいただきたいと思います。 

  さき方申しましたように、条例に基づいて設置されております運営審議会、こ

ういったような場での有識者のご意見も伺いながら考えてまいりたいと、繰り返

しになりますが、そのようにしたいと思います。 

○議長（西川憲雄）  安住議員。 

○４番（安住仁志）  管理者の言葉の端々にも、やはり総看護師長と副院長では

やはり何か違うようなニュアンスが感じ取れます。だからこそ、してほしいわけ

です。 

  それで、例えば副産物として、当病院では看護師のトップは副院長にまで上れ

ますということになるとですね、看護師の募集にもいい影響がある。そのことは、

医療の質の向上、それから全体的な活性化、患者のいい印象、こういうことにつ

ながるということを認めなかったらもう仕方ないですけど、認めるのであれば、

男女共同参画社会というような大きな旗を出さないまでも、当然組織をよくする

ため、組織をよくするためは何も収支決算だけではない。結局、患者がとても安
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心できるいい病院で、それを達成するためにもぜひしていただきたい。 

  私には、しない理由が、どうしてかたくなに拒絶されるのか全く理解できない

のですが、最後、これは管理者にこういうことを言う最後になると思います。私

はぜひ、今の語気では、管理者の言葉を聞いてるととても考えてみるという言葉

も出てこないと思いますけど、最後にもう一回だけ、もう検討もしないのか、今

だからできないのか、今後できるのか、どのような考えでしょう。 

○議長（西川憲雄）  西尾管理者。 

○病院事業管理者（西尾 稔）  ですので、議員重ねてのご提唱でございますの

で、運営審議会といったような場で、この問題だけにとどまらず、病院の組織の

ありようについて有識者の委員の方から伺いながら考えていきたいということで

ございますので、以上でございます。 

○４番（安住仁志）  終わります。 

○議長（西川憲雄）  以上で安住仁志議員の質問を終わります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

休 憩 午前 ９時５８分 

再 開 午前１０時１３分 

○議長（西川憲雄）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、谷口雅人議員の質問を許します。 

  １１番、谷口雅人議員。 

○１１番（谷口雅人）  議長のお許しをいただき、通告済みの質問を行います。 

  まず、町誌編さんの充実強化について行います。 

  日本全国どの地域、町、村、そしてそれぞれの家に、今日に至るまでの歴史、

物語があります。智頭町の持つ地勢的特徴は、神話の世界にもさかのぼる文化の

接点として、山陰の出雲文化、山陽の吉備の文化の象徴的な言葉として「だ」と

「じゃ」の使い方に見ることができます。そしてさらに関西地方の言葉もまじり、

興味深いポイントとして、さまざまな家、集落、村が形成され、現在の智頭町が

実在しています。古く確認されている最も古い枕田遺跡を初め散在する多くの古

墳、遺跡は、出土品から見ても知れば知るほど驚きを感じます。 

  しかし、その多くは文字によって記されたものではなく、物によっては歴史の

なぞとか空白という言葉で片づけられて、多くの人が近寄ることも難しい分野で

すが、文字にして記された近世の文書は、一定の知識と経験をもってすれば多く
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の人々にロマンを超えた史実として共有され、その地域は発信力を持ち、魅力あ

る存在となります。 

  智頭町の歴史として発刊された智頭町誌は、当時、町のみずからの歴史と経緯

について寄せられた最大限の資料によって発行されましたが、その事業を機にさ

らに多くの文書が寄せられ、十数冊の追加の冊子が発刊されていることは実に喜

ばしいことであります。 

  しかしながら、その編さんの現場は、膨大な資料と限られたマンパワーに要望

に対しこたえ切れていない感があり、時間との闘いと言わざるを得ない状況があ

ります。現状に対する認識と対応について、町長のご所見を伺います。 

  以下、質問席にて行います。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  谷口議員の町誌編さん充実強化ということでお答えいた

します。 

  町誌編さんについてでありますけども、平成６年に町誌編さん委員会を設け、

編さん作業にかかるとともに、町誌編さん室に１名の専門員を配置し、整理作業

を行い、平成１２年１２月に現在の智頭町誌を発刊したところであります。発刊

以降も智頭枕田遺跡や石谷家を中心とする古文書など新資料が続々と加わってお

り、まだまだ先になりますが、時期を見て「新・智頭町誌」発刊の運びになろう

かと思います。 

  資料整理の時間との闘いについては、しっかりとした保管場所の確保と次世代

に向けた整理作業による編さん作業を継続するとともに、展示等活用による住民

周知などで機運を盛り上げ、町民の皆様からの資料収集を進めてまいりたいと、

このように考えております。 

  参考まででございますけども、委託という形ではあるにせよ、本町のように町

誌編さんの専門員を独自に抱えているという自治体は、近隣町村には少ないと思

っております。以上であります。 

○議長（西川憲雄）  谷口議員。 

○１１番（谷口雅人）  町誌といいますのは、まちにとりまして、みずからのル

ーツ、それからさまざまなこれから先への打って出る一つの戦略的なものとして

位置づけられる部分があろうかと思われます。 

  先ほど町長の答弁にもありましたとおり、専門員の配置、もしくは今度７０名
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ほど鳥取市のほうからこの町誌に対する視察があるというふうに聞いております。

全く産業とは離れて、あるいは観光とは離れて、このまちのいわゆる史実をこの

まちに興味を持った形の中で訪れるという、余り我々にはふだん接することのな

い専門性を持った来町者の集まりであろうかと思います。この点の広がりが面に

なっていくことを私どもは期待するわけでございまして、これは現在の智頭町の

観光振興の中にある部分としては、点を面にする大きな素材の一つになろうかと

思います。 

  県の補助事業を受けて事業化しておりますのは、町長も先ほど言っておられま

したけども、智頭町と渡辺美術館だけだそうです。そういう意味では本町の持つ

この分野に対する先進性は評価をするわけですけれども、膨大なあの資料を一見

しますと、ここに眠っておる智頭町の秘められた将来性というものを、過去の宝

物として存在したものが宝物として再使用、もしくは輝きを増すものと思ってお

ります。ぜひともこの分野においてほかのまちとはまたさらに一歩ぬきんでた形

の中で、このまちの輝きを増すものの一つとして、町誌編さんに、あるいはその

資料の解読等につきまして充実と強化という形について再度お伺いします。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  おっしゃるように、史実、歴史というものは刻々と動い

ておるわけでありますが、議員のおっしゃるように、この本町においてのいわゆ

る歩み、歴史等々は、やっぱり活字に残さなければいけない。先般、平成の大合

併で、智頭町も智頭町を二分するような大激論の末、単独になったと。この史実

も、やはりそういうことにきっちり残しておかなきゃいかんという思いは非常に

強うございます。 

  そういった意味で、とりあえず１０年たった今日、先般そういう方々にお集ま

りいただいて智頭町のいわゆる歩んだ１０年を振り返って、これも大事だろうと

いうようなことで会を持たせていただいたのも事実であります。そういったもの

をちゃんと活字に残して後世に残す、これは非常に大切なことであろうと、私も

同感であります。以上です。 

○議長（西川憲雄）  谷口議員。 

○１１番（谷口雅人）  町誌というものは、見方によっては、言葉をかえればあ

あではなかったという方も当然あるわけでして、これから記されていくもの、過

去記されていたものというものに対しては、やはりある一定の専門性も必要であ
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ることはありますので、その専門員が配置されておるということにつきましては

非常に心強く、またまちの誇りでもあると私自身は思っております。 

  ここであえて一歩ぬきんでていただきたいというのの中にありますのは、この

まちが持っております、いわゆる文化の接点としての特徴として、さらにこれか

ら先、まちを売っていく、売るという表現は適当でないかもしれませんが、輝か

せて自信と誇りを持った中でまちづくりに資するという、その意味合いも持って

質問させていただいておるわけです。 

  各地区に誕生しております地区振興協議会のこれから先の一つの方向性の中に、

その地域あるいは神社仏閣に対する知識というのか、造詣というものがどの程度

皆さんがお持ちであるのかというと、私自身、恥ずかしいことではありますけれ

ども、すべてにおいて理解してるという人間では決してございません。一部限ら

れたポイントのみを理解しておる程度のことであります。これを輝きに変えて発

信力に持っていければ、これから先の振興協議会の新しい地域づくりの大きな力

になるのではないかというふうに考える者の一人です。 

  かつて金沢文庫から発見されました称名寺で出てきました「七人の侍」のルー

ツとしての部分等は、那岐地区では一つの地域おこし、あるいはこれから先の生

きる人間の子どもたちでさえ、それを誇りとして思った芝居といいますか、演劇

をしたこともございます。そういった形の中で行われていくことが文化の振興で

もあり、地域の輝きにつながるというふうに思いますので、あえてそこら辺のと

ころ、もう一つお願いします。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  地区振興協議会ということで今名前が出ましたけども、

実は先般８７集落を幹部たちと回りまして、その集落の中から、神社仏閣あるい

はお地蔵さん等々今まで眠っておるものを世に出して、そして村づくりをしたい

というような集落も何集落かございました。 

  やはりそういうことで、今まさにおっしゃるとおりで、まだまだ智頭町に眠っ

ておるものは数あるわけであります。そういうものをしっかりといわゆる後世に

残すということの大事さというのも、実は我々は身をもって先般体験いたしまし

た。そういった意味で、この町誌編さんという新しい分野の切り口のご質問に対

して真摯に受けとめたいなと、このように思っております。以上であります。 

○議長（西川憲雄）  谷口議員。 
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○１１番（谷口雅人）  今専門員であられますＭ氏も、体調的に万全な状況であ

るとは言いがたい状況であるそうです。これから先、自分自身の一人の力でやっ

ていく分には限界を感じながらもなさっていただいております。個人的な存在と

して、いま一度そういったものに対してこれから先ご配慮をしていただき、スピ

ードアップ、あるいは輝きを増していただきたいと思います。これが、今度７０

名お見えになられます方の補助的な資料としてされたものだそうですけど、実に

安価につくられております。このものを求めて鳥取市のほうから７０名おいでい

ただけるということ自体、一つ見ましても、この町の持つ魅力というものは外部

からは非常に大きく感じておられるということがあるということを申し添えまし

て、次に進みたいと思います。 

  次に、荒廃農地対策として、大型農家育成の連携強化について伺います。 

  昭和４５年に始まった水田の減反政策は、水田に植林さえ認める大胆なもので

あったことを、みずからの経験に思い起こされます。当時は農地としての不適合

性の解消とも思える部分もありましたが、圃場整備事業により面積的にも水利の

面でも大幅に改善された農地が減反政策以外のさまざまな要因で、日本人特有の

感覚としてもったいない状況が散見されます。この状況を放置すれば加速度的に

進行することに対する認識は既にお持ちのことと思います。勝手ながらそのこと

を前提に、荒廃農地対策について伺います。 

  私は、あえて大型農家を育成するのは、国政でいうところのＴＰＰとか大型農

家育成という面に視線を向けての質問ではありません。智頭町の持つ高品質の農

産物が持つまちの一つの発信力、高齢化による労働力不足、そして最も大きい産

業が果たさなければならない再生産、望ましくは拡大再生産をまちのレベルで実

現可能な部分があるのではないかとの思いからであります。 

  まず、智頭町の主に米は高品質であることは、食味値という数値が証明をして

おります。このことを基本に大型農家を育成し、農地、農家の再生強化をできな

いか、ご所見を伺います。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  農業の抱える課題としまして、小規模な農業者が多く零

細規模のため生産性が低いと。さらに、後継者不足の深刻化と耕作放棄地の増加

という点が上げられます。 

  この問題に対処して農業の再生を行うためには、競争力強化への取り組みと担
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い手の確保が必要であります。荒廃農地の再生を行うとともに農地の集約を進め、

担い手にとっての事業環境を改善することで農業の成長産業化に向けた道筋をつ

けていく必要がある、このように考えております。 

  本年度の荒廃農地再生への施策といたしまして、昨年度に続き、４１集落にお

いて中山間地域直接支払交付金事業により耕作放棄地の発生を未然に防止すると

ともに、今議会に、耕作放棄地の草刈り、畦畔復旧、整地などを行い荒廃農地を

再生する耕作放棄地再生事業の予算を提出しているところであります。 

  また、大型農家の育成に関しましては、昨年度に続き集落営農家への普及及び

啓発を行うのに加え、集落営農バックアップ補助金により、穂見集落、坂原集落

への機械導入経費の支援を行うとともに、本年度はチャレンジプラン支援事業の

がんばる農家プラン事業により、経営規模拡大を目指すやる気のある担い手農家

に対して新たに農業機械の導入などを支援することにしています。このような施

策を推進することによって担い手づくりを強化し、そこから農地の集積、大型農

家の育成につなげていきたい、このように考えております。以上です。 

○議長（西川憲雄）  谷口議員。 

○１１番（谷口雅人）  先ほどありましたとおり、このたびの補正にも荒廃農地

対策が予算計上されております。私どものチェックができていなかったこと等に

対して不備もあったかと思いますが、昨年その種の事業的な着手が見られなかっ

たということに対して、農業委員会のほうからもクレームがあったということを

お聞きしております。 

  この場においてこれ以上の言及はいたしませんけれども、やはり１年たてば１

年以上の加速度的な農地の荒廃が進行するということについての認識はお持ちで

あるということですので、ぜひこの対策の強化につなげていただきたい。加えて、

これをただ荒廃農地のいわゆる復元とかそういう形にとどまらず、それそのもの

が公金を投入して行われる以上、それそのものをこのまちの新しい農業施策につ

なげていくことによって、町民の理解、公金の投入というものが成長性を持つも

のと思います。 

  大型農家といいますと、基準というものをどのあたりに設定するかについては

非常に難しい部分もあろうかと思いますが、とりあえずという表現の中で、やは

り１年の収穫でありますところの部分で大半の生計が立てられるというものでな

ければ難しいであろうと。そうしますと、農家の基準といいますもの、単に農地
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を保有しているものが農家という形ではなく、農地を保有している、いわゆる権

利そのものはあったとしてみても、農地を集積することによっていわゆる農作業

から身を引き、保有する農機具等の更新等もそれをもって終わりとするというよ

うな形の中で、先ほどにもありましたように集落営農という形も一つの形であろ

うかと思います。それを超えて大型農家という表現にあえて言わせていただいて

おりますけども、過渡的な状況の中ではそれもありだろうと思っております。 

  私自身、現場の状況でいいますと、高齢化が進む中で農機も傷んでくる、保有

農機を更新をするかしないか大きな迷いの中にこういう集落営農というものが出

てきておるわけですけど、これから先の最も必要な部分は、私は実は可処分所得

の増加につながる形の中で、いわゆる農業機械の更新による歳出の削減、もしく

は抑制というものをすることによって、本当の意味で農家が使えるお金として手

元に残っている、それでその土地そのものが集積されることによって次なる担い

手が大きなステージを得るというふうにつなげていくことこそが、これから先の、

いわゆるＴＰＰがどうこうとは申しませんけれども、米の相場も下がってくる、

農産物の相場が下がると予想される中で、対応策としてはこういうあたりのとこ

ろにあるんでないかと思ってます。共倒れの防止というのはこれから先に積極的

に考えていくべきであろうかと思います。その辺のところについてお伺いします。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  私はこの農家というテーマの中で、やはり智頭らしい農

業というのがあるはずであります。何も北海道と一緒になって競争してやろうと

いうような大それたことは考える必要ない。要はこの智頭町の農業の面積に合っ

たものの中で、どう耕作放棄地をなくして、そしてどうしていいものを、智頭町

らしいものをつくれるかというのがテーマであろうかと思います。 

  そういった中で、冒頭におっしゃったスピード感がないというようなご指摘が

ございました。これ確かに８７集落を回りまして気がついたことは、事業に対す

るスピード感が欠落しておったということは事実でありますので、この席をもっ

て今度はスピード感を出してということをお答えしながら、今、移住というテー

マの中でかなり若者が、農業をやりたいという方たちが見えております。この人

たちは素人である人や、あるいはどうしても自分らしい農業をやりたいというこ

とで、もう既に大阪から移住者した方は智頭に結婚して定住するんだという方、

あるいは耕作放棄地を見て昔ながらのものを栽培したいと、みずからぜひ放棄さ
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れた畑を貸してほしいというような若者も今出ております。そういったこともト

ータル的に考えて、そして一方では、ある程度機械化ができる、そういうことも

当然必要でありますし、今申しましたようにそういうことも兼ね備えながら、要

は智頭らしい農業に邁進するということであろうかと思いますので、おっしゃる

ような、また林業・農業を軸にしたまちづくりという提言をしておりますので、

農業についても、これからますます智頭らしい農業を目指して邁進したいと思っ

ております。以上でございます。 

○議長（西川憲雄）  谷口議員。 

○１１番（谷口雅人）  移住定住の中に農業というものが存在するということは、

私自身本当に喜んでおる人間の一人でありますけれども、荒廃農地というのは、

実は鳥獣害被害の温床になっておることはご存じのとおりだと。それと加えまし

て、本町が立ち位置として「日本で最も美しい村」連合に加盟しておりますが、

景観の部分におきましてもあしき存在になるということはもう言うまでもござい

ません。そういった観点からも含めまして、多面的な面で荒廃農地対策というの

は機能する部分があろうかと思いますので、ぜひとも、この部分に限らず農地と

いうものは使って幾らのものであるということの中で考えていただきたいと。 

  大型農家育成に関する部分の中にありますのが、日南町で今取り組まれており

ます企業との連携対策、そういったものもその中の一つに入ろうかと思います。

ぜひこれから先、共倒れ的な形の中で、ローンを組む形で新しい機械を、もうか

りもしないのにそういうしうるような形だけはぜひ抑制していっていただきたい。

趣味の世界でやられる方につきましては、これは大いに結構ですけれども、やは

りやりたくもないものを仕方なくやって、先祖伝来であるというくくりの中で縛

りつけられてる形がないように、将来に夢を持って若者がチャレンジできるステ

ージの育成というものをこれでお願いをしたいと思います。 

  最後に、林業再生について伺います。 

  平成２５年度、役場内の再編成を林業再生元年と受けとめました。さきに行わ

れた全国植樹祭で天皇皇后両陛下のご臨席のもと、冒頭、国土緑化推進委員長で

ある伊吹文明衆議院議長のあいさつに、「智頭林業を初めとする」という言葉と

文脈に、目頭が熱くなった人は私一人でなかったと思います。現状とその要因に

ついて認識した上で、再生への具体的な一端をお伺いします。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 
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○町長（寺谷誠一郎）  長引く木材価格低迷、従事者の高齢化、木材需要の減少

など、林業を取り巻く環境はますます厳しくなっております。産業としての林業

は完全に疲弊しており、林業をどう立て直すかは大変大きな問題であります。 

  そのような中、林業・農業を軸とした山村の再生をより推進するため、本年度

から山村再生課の所管事業として新たに林業、農業を加えることとしたところで

すが、その思いは、再度林業に明るい光が差すまでの間、森林の手入れを行いな

がら、なりわいとしての森林・林業にとらわれず、さまざまな視点で森の活用を

考え、森を借りて山村の再生に取り組んでいくという点であります。 

  林業の再生につきましては、智頭林業が進むべき方向を改めて突き詰めて再検

討し、５年、１０年の計画で再生に取り組んでいく必要があると考えております。

具体策の一つとして、本年度新事業として智頭木材流通再生会議を立ち上げるな

ど、まずは、なりわいとしての林業の最大のポイントとなる木材流通の話題につ

いて関係者と検証し、進むべき目標を明確にするとともに、共通認識のもと森林

所有者、森林組合、原木市場等がそれぞれの役割を果たし、町全体が確実に目標

へと突き進むきっかけをつくりたいと、このように考えております。 

  あわせて、一足飛びに林業を再生できる対策というものはありませんので、智

頭材が智頭材らしく出荷できるようになるまで、現在も行っている作業道の整備

とか間伐等の森林の整備を辛抱強く推進していくことに力を入れ続けることとい

たしております。以上です。 

○議長（西川憲雄）  谷口議員。 

○１１番（谷口雅人）  本当に残念なるかなということなんですが、木材価格の

上昇というものは、単に智頭町の木のみが上昇していくことというようなことは

１００％考えられないわけでして、これは外的な要因の中でほとんど相場が決ま

ってくるということで、これは仕方がない部分であります。この件に関して言及

する思いはございません。 

  林業再生といいますけれども、実は林業継続なのかもしれない。そういう継続

というものの中に再生と考えるのも一つの考え方かと思いますけれども、今、全

国の議会等で取り組んでおります水源環境保全税に対する導入の動きとか、水源

税、現在も施行されておりますけれども、といったものの中で、いわゆる林業地

帯にどうやって下流域からのお金が還流するか、それをもって森林の維持保全、

これから先に必要な手入れというものをやっていくかということが一つのキーワ
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ードになってこようかと思います。いわゆる、要はお金の出どころをどこに求め

てその事業を継続していくかということであろうかと思います。賀露おやじの会

が提唱されました木の宿場プロジェクト等もこれに該当する部分の一つであろう

かと思います。地道に、そしてあらゆる方向につなげていくことしか現実にはな

いんですけれども、これ以外にまた町長のほうで、予算化されてはいないものが

あったとしてみても、思いの一端ございましたらお願いします。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  一つだけお断りしておきますけども、木の宿場プロジェ

クトというのは、賀露おやじの会がおつくりになったものではございません。こ

れは智頭町の職員あるいはボランティアの方たちが汗をかいてということであり

ます。 

  それはさておきまして、智頭町は林業、９３％の山を持っておるわけでありま

して、この山が幾ら材が安いからといって放棄するわけにはいかないということ

で、再三申し上げておりますけども、いつか必ずよくなる日のために、５０年後

先か、あるいは１００年後先かは別にして、作業道を入れたり林道ということは

やっていかなきゃいかん。 

  そういう中で、当然老齢化してきますし、これはもう智頭町だけではなく日本

じゅうが老齢化の世界、山を持っている県も智頭町と同じように悲惨な味わいを

しておるという中で、いろいろ突破口を考えておるわけでありますけども、先般、

ＪＴの森でＪＴの会長とお話ししたときに、これはもう腰を入れて何十年も続け

なきゃいかんと。ぜひ智頭町のＪＴの森はもう４０年ぐらいはおつき合いをしな

きゃ、ただせつな的にやってもだめだと。これは知事にもおっしゃっておったこ

とでありますけども。 

  そういう中で、今智頭町は森林セラピー事業をやっておりまして、その中でや

はり少しずつですけども、大都会の会社が非常に目線が山のほうに向き出した。

これは間違いなく大都会が今度は田舎の森に、山に目線を向け始めました。そう

いった意味で、実は本町も東京、大阪、名古屋、大大手の１０社を今相手に、ま

ず森林というセラピーというテーマですけども、最終的には森を守るという、そ

ういう中で都会から今度は森に手を差し伸べてもらうと、地球を守る山に手を差

し伸べてもらう。そういう仕掛けも徐々に話しながら、ただ人間の健康だけでな

くて、やっぱり守る人たちが先頭に立って、政治を政治家がやる前に、いわゆる
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会社でやっていこうというような、そういう機運も生まれつつありますので、智

頭町はそういうところをしっかりとらえて、都会の大会社と組んで林業というテ

ーマでやりながら、最終的にはどう商いに持っていくか、これを追求していきた

い、このように思っております。 

○議長（西川憲雄）  谷口議員。 

○１１番（谷口雅人）  私もちょっと先ほど失礼をいたしました。勇み足でござ

いました。賀露おやじの会と連携をしておったということに対する認識は持って

おりますけども、ちょっと勇み足で申しわけありませんでした。関係者にはここ

でおわびをしておきます。非常に失礼な表現があったと、議場でございますので

願わくば発言の取り消しができるものと思っておりますけども、それは求めませ

ん。陳謝にとどめて、私の勇み足ということであえて説明させていただきます。 

  先ほどございました、実は関係者から話を聞いております。ＪＴのこの取り組

みというのは日本全国各地、鳥取県でも行われておるケースがあるわけですけれ

ども、非常に印象度がいいと。それからリピーターもすごく多いということの中

で、各地で行われておりますこういった種の事業というものの中では優等生であ

るというふうに私自身も聞いております。 

  こういった形も含めて取り組んでいただくわけですけれども、要は私の考えて

おりますところ、いつかその日までというその日までにくじけてしまわないかと。

山地として崩壊を来さないその取り組みというものの財源を求めるに当たって、

マンパワーの確保も含めてどれだけの資金を調達するか。その調達方法あるいは

連携方法、そういったものを智頭町独自の形でやることは、材価の形成は智頭町

で独自ではできませんが、智頭町の森を守り発展させることの施策は智頭町独自

の施策で可能であると私は考えておりますけども、その部分がどれだけあるかな

いか、これから先がある意味正念場であろうかと思います。 

  一昨年、３月定例にも質問をさせていただきましたけども、杉神社が来年をも

ちまして６０歳、還暦を迎えます。こういったところも含めてまちにあるそれぞ

れの存在そのものを輝かし、皆さんの気持ちがくじけない、山地として崩壊しな

い一つの施策を考えていただきたいというふうに思います。なかなか回答という

ものはいただける状況にはないかと思いますけど、いま一度時間内でよろしくお

願いします。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 
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○町長（寺谷誠一郎）  確かにおっしゃるように、くじけてはなりません。ハー

ドルが高ければ高いほど、いわゆるチャレンジしなきゃいかんということであろ

うかと思います。今低迷しておる林業につきましては、かなり全国的にハードル

が高い問題でありますが、私はハードルが高い部分にチャレンジしようと、この

ように覚悟を持っております。 

  今、杉神社が出ましたけども、日本に一つしかないと言われている杉神社、こ

れもやはり大事にしていかなきゃいかんということを改めて今思い直しておると

ころでありますので、またこれも皆さんと相談しながら、どういうふうにチャレ

ンジするかというようなことも含め、そういうことも頭の中に置きながら考慮し

たいと思います。以上です。 

○１１番（谷口雅人）  終わります。 

○議長（西川憲雄）  以上で谷口雅人議員の質問終わります。 

  次に、平尾節世議員の質問を許します。 

  ２番、平尾節世議員。 

○２番（平尾節世）  今回私は、図書館について質問いたします。 

  読書は、想像力や知識を高めるなど人間形成に大きな役割を果たします。この

ことは、過去に先輩議員が何度も読書の推進について一般質問で取り上げられて

もいます。 

  このような中で、智頭図書館は平成１６年に中央公民館図書室から町立図書館

となり、蔵書も人員も以前と比べると充実されてきています。しかし、関係者の

努力だけではクリアできない課題がまだまだ残っています。その一つに、図書館

スペースの狭さの問題、また、２階にあるということで足が不自由な方にとって

大変な負担があり、行きたくても行けないという問題もあります。 

  第６次智頭町総合計画の中には図書館について、「新たな場所への移転が理想

であるが、現総合センターを改造し面積を確保する」と記述されています。また、

基本計画に基づく実施計画では、本年度、２５年度は「図書館建設検討委員会を

設置し新図書館について検討する」と明記されています。さらに、平成２８年度

には図書館を建設する計画になっています。３月定例議会には図書館の環境整備

に関する陳情書が提出されていましたが、町民のだれもが気軽に利用できる公共

施設としてバリアフリーの図書館の検討はどのように進められているのか、教育

長にお尋ねをします。 
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  以下は質問席で行います。 

○議長（西川憲雄）  藤原教育長。 

○教育長（藤原 孝）  平尾議員の図書館に関しての質問にお答えをいたしたい

と思います。 

  今、議員おっしゃったように、智頭町の第６次総合計画の第３章の基本計画に

おきまして、総合センターを改造して面積を確保するということにしております。

しかし、その後のバリアフリーに向け検討した結果によりますと、図書館を総合

センターの１階に移すという提案は、隣にあります生活改善室の調理スペースの

必要性、それから現在選挙の投票とか展示スペースに利用しておりますロビーの

現状を考慮した結果、不可能であるというふうに判断をしているところでござい

ます。また、エレベーターの設置案ということもございましたが、業者の方に見

積もりをお願いしましたところ、設置の場所が予想以上に広いスペースが要ると

いうことや、それから総合センター自体の建物の老朽化により、構造的に無理で

あるというような報告があったというふうに聞いております。 

  したがいまして、その後に作成しました総合計画の、議員もお持ちのことと思

いますが、実施計画の中で、「バリアフリーで、住民に必要な知識や情報を得や

すい図書館の新設を計画し推進する」と改めております。計画段階ではあります

が、平成２８年度を目途に図書館を建設するということとしておりますので、そ

ちらのほうに向かっていきたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（西川憲雄）  平尾議員。 

○２番（平尾節世）  この実施計画によりますと、今年度、図書館建設検討委員

会を設置するようになっておりますが、そういう検討委員会は今年度設置されま

すか。 

○議長（西川憲雄）  藤原教育長。 

○教育長（藤原 孝）  確かに今、実施計画、２５年度に図書館建設検討委員会

を設置しということを書いております。現在のところは設置をしておりません。

２５年度、今年度中にその問題を検討させていただきたいというふうに思います。

以上です。 

○議長（西川憲雄）  平尾議員。 

○２番（平尾節世）  私も最近はゆっくりと読書する時間が減り、図書館へも余

り行けておりませんけれども、智頭図書館は余りにも読書スペースが狭く、町民
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がゆっくりと読書をしたり学習できる環境ではありません。また、他町の司書さ

んから伺ったのですが、不登校で引きこもりになりかけていた生徒さんが、図書

館だと行くことができて引きこもりにならないで学習することができたというよ

うな事例も伺いました。 

  これから検討委員会をつくって検討をされるということですけれども、先ほど

１階に移す計画はちょっと無理ということを伺いましたけれども、２階に行くこ

とが不自由な方にとってはちょっと解決されない問題かもしれませんけれども、

現在の図書館を少し、例えば配ぜん室の上はずっとあいておりますので、あそこ

にちょっと新図書館が建設できるまで広げるとか、ちょっと廊下を利用するとい

う、私も建築のことはわかりませんのでどういう方法があるかということはわか

りませんけれども、そういう読書スペースをもう少し広げるというような方法は

全く考えられないのでしょうか。 

○議長（西川憲雄）  藤原教育長。 

○教育長（藤原 孝）  今お尋ねの面積の件でございますが、先ほど申し上げま

したが、建物がかなり老朽化しております。２階のスペースを広げるということ

も検討しておりましたが、壁を撤去することで建物自体の耐力度が持たなくなる

というようなことやら、技術研修室というのがございますが、非常に使用頻度が

高い部屋でございます。それから視聴覚室というのがございますけども、そちら

も町誌の編さんに使用しておるということで、図書館へのスペースの転換は難し

いというのが現状でございます。結論的には、２８年度に計画をしております新

図書館まで、スペースというか、環境面ではお待ちをいただくということになろ

うかと思います。 

○議長（西川憲雄）  平尾議員。 

○２番（平尾節世）  今、智頭町は、小学校、中学校、町長の言葉だと保育園も

話題の中に出ております。そういう現状の中で総合計画どおり２８年度に建設で

きるかというのは、私、非常に危惧してるわけです。総合計画策定の責任者は町

長ですが、この件に関し町長のお考えを伺います。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  今、教育長が申しましたように、現在のセンターでは建

物自体がもう老朽化ということで、なかなか思うようにならないということであ

りまして、総合計画にのっておりますので、私もそれを無視しておくつもりは毛
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頭ございません。教育長が申しましたような線に沿って、この図書館問題という

ものを重要な位置づけということでこの２５年度に立ち上げということを今言っ

ておりましたので、そのようなスケジュールで沿っていきたいというような考え

を持っております。 

○議長（西川憲雄）  平尾議員。 

○２番（平尾節世）  町長からスケジュールどおりにいくつもりだというお答え

をいただきましたので、そのようにぜひ実行していただきたいと思います。 

  図書館を見ればその町の文化度がわかるというような記事を読んだこともあり

ます。先ほども申しましたけれども、智頭町では教育施設の建設の課題が山積し

ておりますので、なかなか大変だというのは私も理解できますけれども、小学校、

中学校の図書館を見れば、本当に何か小学校の図書館は神様がおりてきた図書館

だというような表現もあるくらいすばらしい図書館だそうです。町の中心になる

智頭町立図書館が町民にとって本当に文化の向上になるような、皆さんが喜んで

行けるような図書館に計画どおり進めていただくことを要望いたしまして、次の

質問に移ります。 

  その図書館の本を地区公民館へ書籍を貸し出しをされておりますけれども、町

民に十分周知されていないようです。利用促進への啓発はどのように進められて

いますか。これは教育長にお尋ねいたします。 

○議長（西川憲雄）  藤原教育長。 

○教育長（藤原 孝）  各地区の公民館に、図書コーナーといいますか、玄関あ

たりに設置をしております。ここの智頭図書館の職員が選書をしまして、大体１

カ月か２カ月に１００冊程度の入れかえをしているところでございます。この利

用促進につきましては、地区によっては地区の公民館報等で区民の方に案内をし

ているところもありますが、ほとんどは定期的に訪れられる方、それから利用者

からのリクエストを地区の公民館の職員がお聞きをして、智頭図書館のほうへ連

絡するということもございます。平尾議員の地元の富沢地区公民館では図書館の

中でも利用者が多いというふうに聞いておりますし、私も以前ちょこちょこ本を

借りたこともございました。智頭図書館からも、地区公民館の図書コーナーの利

用促進の広報を一層充実してまいりたいというふうに考えております。先ほど平

尾議員お話しになりました、智頭町では保育園、小学校、それから中学校の図書、

それから智頭図書館の図書、いずれも利用が近年向上をしております。啓発も含
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めてこの図書事業の空気を建設機運の向上にもつなげてまいれたらなというふう

に考えております。 

○議長（西川憲雄）  平尾議員。 

○２番（平尾節世）  教育長もさっきおっしゃいましたけれども、大体２カ月に

１回、１００冊ぐらい貸し出しをされているようですが、図書館まで出かけなく

ても本が借りられるという、とっても便利なシステムで、まちもだんだん高齢化

の現状にある中で、喜んでいらっしゃる住民も本当にたくさんいらっしゃいます。

とっても便利なシステムなので、もっと町民に利用していただきたいと思うわけ

です。この図書館が持っていかれるのがきっと、私も全部の地区を聞いたわけで

はありませんので、１日で全部持っていかれるのか地区ごとで違うのか、ちょっ

とその辺がよくわからないのですが、例えば端末で、私の地区でしたら富沢公民

館にきょう１００冊本を持っていきました、皆さんご利用くださいみたいなお知

らせというか、周知方法は考えられませんか。 

○議長（西川憲雄）  藤原教育長。 

○教育長（藤原 孝）  今、議員おっしゃいましたように、もっと方法も含めて

啓発に努めてまいりたいというふうに思います。ありがとうございます。 

○議長（西川憲雄）  平尾議員。 

○２番（平尾節世）  今後啓発に努めていただくということで、とてもいいこと

だと思うんですが、私が見かけるのは本当に、公民館に毎日行ってるわけじゃな

いので時々なんですが、高齢者の方がミニデイの後に３冊も４冊も抱えて帰って

おられるような姿をちょこちょこ目にします。地域に密着したこのような施策を

今後もどんどん推進していただきたいと思います。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  智頭町の男女参画条例が制定されてから３年がたちました。しかし、男性も女

性も個性と能力を認め合い、それらを十分に発揮できる社会にはまだまだ至って

おりません。社会が変わりつつあるとはいえ、人々の意識の中に長い時間をかけ

て形成された性別による固定的役割分担意識や社会の中の慣習は依然として根強

く残っています。このことはまちの活性化を阻む原因にもなると思うのですが、

男女共同参画社会実現のためにも施策はどのように進められていますか、町長に

お尋ねいたします。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 
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○町長（寺谷誠一郎）  男女共同参画社会の推進についてのご質問でありますけ

ども、男女共同参画社会とは、男女が社会の対等なパートナーとしてお互いを尊

重し責任を分かち合うとともに、性別的役割にとらわれることなく男女ともにあ

らゆる分野に参画し、活躍することができる社会であります。今日、男女共同参

画社会の実現が男女共同参画社会基本法において２１世紀の社会を決定する最重

要課題として位置づけられており、本町では、男女がともに生き生きと幸せに暮

らせる活力ある男女共同参画社会を実現するため、平成１３年度を初年度とした

第１次男女共同参画プランを策定し、推進してきたところでありますが、社会情

勢に即した見直しを行うため、平成２０年には第２次のプランを策定、さらには

平成２２年４月に智頭町男女共同参画推進条例を制定し、総合的かつ計画的に推

進しているところであります。 

  このたび策定しました第３次智頭町男女共同参画プランでは、平成２９年度ま

での５年間を計画期間とし、具体的な施策につきましては、すべての人の人権が

尊重されるまちづくり、すべての人があらゆる場面で参画できるまちづくり、生

涯いきいきと暮らせるまちづくりを基本目標に掲げ、啓発活動、研修会の開催、

人材育成や相談窓口の設置など全庁的な取り組みを行うため、町長を本部長とす

る男女共同参画推進本部を設置し、今後５年間の実施計画を現在取りまとめてい

るところであり、この実施計画によるプランの着実な推進と進行管理を行うこと

としております。 

  また、今議会に補正予算計上しておりますが、全戸に第３次智頭町男女共同参

画プランダイジェスト版を配布し啓発を行うことで、町民及び関係機関が連携し、

一体となって男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを行うこととしておりま

す。以上であります。 

○議長（西川憲雄）  平尾議員。 

○２番（平尾節世）  今年度３月に第３次智頭町男女共同参画プランが発行され

ておりますけれども、その中で各種委員会、審議会への女性の登用の促進とか女

性の人材育成とか、施策の方向が書いてあります。それで、その方向の後に具体

的な取り組みというのが書いてありますけど、例えば女性の人材育成が方向で、

具体的な取り組みが女性の人材育成って、何かもう少し具体的に、そのためにこ

ういうことをしますよっていうようなことが書いてないのが非常に残念だなと思

って見させていただきました。書き方がなかったというのかもしれませんけれど
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も、こう申してはなんですけれども、いかにも何か、どういうんでしょう、形の

上みたいな気がしてすごく残念でした。 

  プランに記載されている町民意識調査の結果では、共働きの家庭が多い智頭町

の現状にありながら、家庭生活の負担は多くを女性が担っています。このような

実態を町民に理解してもらうためには、先ほどダイジェスト版を配るとおっしゃ

いましたけれども、そういうこととか町の広報紙とかホームページも大切なんで

すが、やはり耳で聞いて、そうだなというふうに実感することが一番意識を変え

ることには大切だと思うんです。そのような啓発は、どういう啓発を考えていら

っしゃいますか。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  平尾議員は女性の立場で男女共同参画、こういうご質問

をなされておると思いますが、今ご説明申し上げましたように、本町としては、

決して手を緩めることなくこの男女共同参画の推進には正面からやっておるとい

う自負はしておりますが、平尾議員は女性の立場から、例えば人材育成はありき

たりの文言だけじゃないかというような今お言葉がありますけども、例えば平尾

議員からお考えになった人材育成というのはこういう部分がちょっと欠落してお

るんじゃないかとか、あるいはこういう啓発があるんじゃないかとか、そういう

ことをおっしゃっていただければ、当然そのいいご意見に対しては網羅するとい

うことになろうかと思いますので、ただ、文言的に羅列して上げておるという意

味ではございませんので、そのあたりは文章化しますとちょっと冷たい感じにな

るような感じがしないでもないですけども、もし平尾議員から、こういうことを

もう少し啓発的、あるいは中に網羅するとか、あるいは具体的にこういうことは

いかがなものかということがあれば素直に聞かせていただきたいなと思いますの

で、ちょっとそのあたりもよろしくお願いします。 

○議長（西川憲雄）  ちょっとその前に町長に、もし反問権の行使の場合は発言

を初めにしていただいてからでないと、これは一般質問ですので。 

  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  反問権という意味もございませんが、いい意味でお互い

に心を共通したいと思いまして、いい意味の、だから反問権ではありません。 

○議長（西川憲雄）  平尾議員。 

○２番（平尾節世）  先ほども申し上げましたように、私は人々の意識が変わる
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のは社会が変わるのが一番だと思ってますけど、その社会がなかなか変わりませ

んので、耳で聞いて実感するのが一番変わりやすいのではないかと思ってるわけ

です。 

  それで、男女共同参画講演会というのが年に１回ありますけれども、それとか

男性の料理教室とかというのがありますけど、年１回でも聞かないよりは聞いた

方が随分ましだと思うんですけど、それも年に１回ですし、それから男性の料理

教室、１年に何回、二、三回だったでしょうか、それも参加する人は本当に人数

がほんの少しです。そういう学習の機会、いつも私がもう少し町民が学習する機

会をっていうふうに申し上げると、学習する機会を設定しても参加者がなかなか

ないんだって話をされますけども、参加者がないからほっといていいという問題

ではないと思うんです。だからそういう学習する機会をもう少し持っていただく

とか、それから別に八頭町と……。 

○議長（西川憲雄）  平尾議員、ここは一般質問ですので、反問権でない場合は

質問に中心を持っていってください。 

○２番（平尾節世）  はい。 

  その方法ですね、八頭町の場合、男女共同参画フェスティバルというのをされ

ています。そういう学習の場を設けるとか、それから小地域の学習会があります

けど、その中にもたまには取り上げられますけれども、部落ごとに人権に関する

学習会ですけど、小地域の学習会。それの中にもう少し組み込んでいただくとか、

そういう耳で聞いて自分で答えてというような機会をもう少しふやしていけば理

解も深まるのではないかと思います。 

○議長（西川憲雄）  続けて質問をしてください。 

○２番（平尾節世）  いや、反問ではないと言われたんですけども、町長のさっ

きの質問にお答えしたわけです。 

○議長（西川憲雄）  お答えはだめです。 

○２番（平尾節世）  はい。 

  それで、方法はそういう方法があるんですけれども、今私が申し上げたような

事例をもう少しふやすということはできないのでしょうか。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  再三申し上げておるように、本町ではこの男女平等、男

女共同参画ということはかなり他町に負けない自負はしておりますが、ここで一
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つだけ、反問権ということでよろしいでしょうか。 

○議長（西川憲雄）  はい。 

○町長（寺谷誠一郎）  いい意味の反問権と思っていただければいいんですけど

も、じゃあ平尾議員がおっしゃる智頭町がやっておる男女共同参画に対して、全

くぬるいのか、まあまあやってるなとか、よくやってるなとか、どういう議員と

してのお思いを持っておられるか、ちょっと聞きたいと思います。 

○議長（西川憲雄）  平尾議員。 

○２番（平尾節世）  そういうふうに３つに分けられるとちょっと答えにくいと

ころもあるんですけども、そうですね、まあまあやってるなというとこでしょう

か。 

  それでいいんですか、それとも質問につなげていいんですか。 

○議長（西川憲雄）  はい、質問していただいて結構です。 

○２番（平尾節世）  町長はよく女性の元気な地域は活気があると言っておられ

ましたが、ことし２月に発行された鳥取県の男女共同参画マップによる智頭町の

女性の参画状況を見ますと、県の資料ですのですごい近くの資料じゃなくて２４

年４月の資料だったんですけれども、小・中学校ＰＴＡ、老人クラブ、社会福祉

協議会、地区自主防災会の会長・副会長に、両方とも女性はゼロです。公民館長

さんは１人女性がありましたけれども、今年度、２５年度にはかわられて公民館

長もゼロになりました。 

  こういうことは行政が関与できる問題ではありませんけれども、町の姿勢で変

化もあらわれてくるのではないかと思います。現在、県内１９市町村中１４市町

村が、審議会等への女性の登用の目標値を何年までに何％というようなことを定

めています。こういう団体なんかに町として要請できるものか、それは団体のこ

とですからお任せするということもわかるんですが、やはり指導的立場というか、

そういうこともあると思いますし、それから目標値というのは各市町村長で定め

てるわけですから、そういうお考えはありませんか。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  本町ではまあまあというお答えですが、まあまあでは中

途半端ですので、平尾議員からよくやってるというように言っていただきたいわ

けですが。 

  今おっしゃった女性の参加が非常に少ないということの件でありますけども、
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私は、女性の自覚ですね、幾ら町が男女共同参画で一緒にやりましょう一緒にや

りましょうといっても、女性の方が、そんなこと言われても私はほかのことが忙

しいとか、何とかかんとかっていう理屈をつけられますと、幾ら町がやろうやろ

うとしても、やっぱりそこでちょっと距離感が出てくるということは、言えば男

女が共同でお互いがお互いを認めながらということですから、この参加について

も女性の側から積極的に参加していただくと、町が男女共同参画で一生懸命訴え

てるから私たちも一緒になって参加するんだと、やっぱりこういうことを思って

いただかないと、すべてをまちにおんぶにだっこというのはちょっといかがなも

のかというような気がいたしますが。そうはいいながら、啓発活動をしていかな

きゃいかんということで、これからますます皆さんには声をかけていこうと、こ

のように思っております。 

○議長（西川憲雄）  平尾議員。 

○２番（平尾節世）  私も女性の意識の変化が必要だということは重々承知して

おります。男性の意識の変化も必要ですけど、女性も必要です。それはわかって

はおりますけれども、それがその状態でなかったら、別に町に責任を全部おっか

ぶせてるというわけではなくて、行政としてそういう方向に、教育というとちょ

っとおかしいですけども、社会教育という私が言葉を使うと何か社会教育ばっか

りといつも言われますので、ちょっとその言葉は使いづらいんですけど、でも人

間教育の中にやはりそういうことは盛り込んでいくのが、別に行政に責任をおっ

かぶせてるというのではなくて、行政の責任、責務だと思うんです。まちの活性

化もそれにより活気が出るとか、さまざまないい方向に向かうのではないかと思

っております。 

  智頭町は現在共働きがとても多いのですが、女性がそういうふうに社会に出よ

うというのは、やはり企業の協力もなければ出にくい部分もあるんですが、智頭

町は現在、男女共同参画推進企業というのが町内に６社になっております。その

辺も、もちろん企業の思いですから押しつけはできませんけれども、そういう方

向に企業も持っていっていただくように町からもお願いをするとか、施策として

この方向に智頭町全体を持っていきたいという方向づけはやはり町で、もちろん

今でもされてますし、その方向に行ってるとは思いますけれども、女性が引っ込

み思案ばっかりだからいろんなことができないというのではなくて、それだった

らそれでないように意識づけをするのも私は行政の責務だと思っております。こ
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の辺はいかがでしょう。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  現在、智頭町が実施しております男女共同参画について

は、町の広報紙、ホームページによる住民への周知と啓発、あるいは男女共同参

画講演会の開催とか、今おっしゃった男の料理教室とか、町内の職場や団体を対

象とした研修会の開催、町外での研修会等の情報提供とその他、あるいは鳥取県

男女共同参画センターよりん彩主催の講座・セミナーへの参加、職員人権同和問

題研修会の開催、これは３回のうち１回は男女共同参画研修会と、このようにや

っていることはやってるんですね。それを町の責務としてという中で我々は実行

しておるという中ですので、少し町がやってることが何か女性を動かさないとい

うようなニュアンスに聞こえなくもないんですが、女性の方もぜひ女性の立場で、

平尾議員も町もやってるんだからあなたたちも一生懸命参画しようというように

言っていただければ、もっともっとふえると思います。以上です。 

○議長（西川憲雄）  平尾議員。 

○２番（平尾節世）  時間になりましたので。 

  町がやってるということも、それから女性の方がもう少し意識改革、女性も男

性もです、意識改革をしなければということも私も十分承知しております。 

  最後になりますけれども、先ほどの目標値を定めるお考えはありませんかとい

うところですけれども、最後に町長に質問をして終わります。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  女性の目標値というのは、登用する目標値、出席する目

標……。 

○２番（平尾節世）  いえ、そうじゃない。登用の目標値です。 

○町長（寺谷誠一郎）  でき得る限り、これはもう当然考えておりますので、で

き得る限りということで。具体的にこれについてはというおっしゃいませんので、

多岐にわたって考えさせてもらいます。以上です。 

○議長（西川憲雄）  最後になります。 

  平尾議員。 

○２番（平尾節世）  いや、終わろうかと思ったんですけども、各審議会等への

女性の登用の目標値ということで、一つ一つこれにこれにこれにということはち

ょっとかえってできないと思うんです。だから全体で、例えば何年までに何％と
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いうのを、別によその町村をまねるわけではありませんけれども、１４市町村は

決めてるわけです。その辺のところをお伺いしたわけです。 

○議長（西川憲雄）  時間になりました。 

○２番（平尾節世）  はい、終わります。 

○議長（西川憲雄）  以上で平尾節世議員の質問を終わります。 

  時間の都合上、もう１名、一般質問を続けます。 

  次に、岸本眞一郎議員の質問を許します。 

  ５番、岸本眞一郎議員。 

○５番（岸本眞一郎）  私は、町長に通告済みの二つの質問についてお尋ねしま

す。 

  まず１点目ですが、私たち議会は３月定例議会で平成２５年度予算について審

議をしました。その中に智頭町観光協会の補助金も含まれていました。予算特別

委員会での私の観光協会への補助金の決定過程についての質問に担当課長は、補

助金等の予算要望が出ており、それに沿って予算を組んでいるとの答弁でした。

つまり、観光協会は現行組織で２５年度の事業を執行する前提であったと思われ

ます。予算を審議した議会も当然、現行組織が２５年度事業を執行するという前

提に立って、予算が観光行政に資する成果を出すか否かの審議をしてきたもので

あります。そして３月２１日にそれを可としたものでありました。 

  それが３月２８日に観光協会の理事会が開かれ、町長がどういう立場で出席し

たのかわからないが、そこで町長はこのような発言をしております。「とても唐

突な提案であるが、新生観光協会を実現するために、ここで理事の皆さんと事業

を一たんリセットしてゼロからのスタートとを切りたいと考える。民間の次元か

ら新生観光協会を運営するために、現会長の副町長も引かせるのでこの考え方に

ご理解を願いたい。」との発言をしております。こうしたことを受けてか、役員

は辞職し、５月２日に大幅な組織変更を伴った新体制が発足したところでござい

ます。 

  このことは、予算の執行や成果等に大きな影響を及ぼすものであると判断をい

たしました。３月定例会の終了からわずか１週間後の町長の観光協会での発言を

見れば、十分予算審議時に議会に説明できたのではないか。それがなされなかっ

た理由や、発言の意図についてお尋ねをいたします。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 
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○町長（寺谷誠一郎）  観光協会の運営につきましては、私や副町長が会長を務

めてまいりましたが、観光客の価値観やライフスタイルの変化、多様化に対応、

顧客ニーズに合わせた魅力ある観光地づくりができる組織となっていくためには、

民間主導での運営に変更していくことが理想であると、こういう考えは従前から

実は変わっておりません。それらの体制が整うまでの間ということで私や副町長

が会長を務めてまいりました。議会においての審議でもそのような趣旨で幾度も

お答えをしてきたところであります。以上です。 

○議長（西川憲雄）  岸本議員。 

○５番（岸本眞一郎）  町長が今の答弁の中で、従来から観光協会は変更しなけ

ればならないと発言をしてきたということでございましたが、じゃあ例えば今回

の予算の審議のときに、私が当然、先ほども言ったように観光協会の予算の成立

過程について質問したわけです。そういう中で、やはり組織が大幅に変更すると

いうことが予見されてあれば、当然近いうちにこの体制が変更になりますという

説明があって、議会としてはそういうものをしっかり受けとめた中で、この予算

が予想される成果等を上げるかどうかを加味して審議できるものでありますが、

この予算審議の中ではそういったものがなされなかった。ということで、だから

町長がここに発言に言ってるように、唐突であるがというような発言が出たのも

それのあらわれでないかと思っております。ですから、従前から説明してきたの

でこの体制が変わったのは予定どおりだと言われておりますが、中の理事にとっ

ても、それこそ青天のへきれきのような発言であったというぐあいに多くの理事

が言っておりますので、そこら辺の相違があるように思いますが、本当に町長は

従前からこの組織の変更というものをしっかり説明してきたと言われるのでしょ

うか。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  私は、この町の町長であります。町長というのは、今さ

ら言うまでもなくすべての責任者ということでありまして。これは、この２５年

度の予算についてあたかも私が皆さんを、議員を、言葉がどうですかね、私自身

が皆さんをペテンにかけたような、もう要するに議会を予算を通過して、あと急

激にハンドルを切ったというようなニュアンスで岸本議員はその点を突いてらっ

しゃると思いますけども。これは観光協会じゃなくて町の立場というもので考え

てみますと、これは正直、私が町長でありながら遅過ぎたと、このように実は反
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省しております。 

  何も急に思い立ってというわけではありませんが、従前から、要するに私はい

つまでも観光協会の会長をするわけではありませんということを再三今まで申し

上げております。岸本議員にもそういう一般質問を平成２０年９月議会で受けて

おりますし、また、安住議員にも平成２４年３月、一般質問を受けて、そのとき

に私のほうは、しっかりした段階で後任にお渡しすると、それからまた、いつま

でも観光協会長を務めるつもりはございません、道筋をつけた後、後任にお渡し

するということにしております、こういうことをずっと言ってきたわけです。 

  そこで、唐突にとられておりますけども、観光協会というのは、一度理事会に

もオブザーバーで出ていただきたかったと思うわけですけども、岸本議員にも。

過去、理事が非常に多数になっております。もうずっと以前から私も観光協会会

長をしておりまして、今までこういうものをほっておったという責任は感じてお

ります。観光協会の理事が３６名という、これは恐らくどこにもないような組織

体系になってしまっておるわけですね。それを以前から、私自身が観光協会の会

長に就任して以後もこれを変更することができなかった。これは私の失態であり

まして、いわゆる鳥取自動車道も開通したことでありますし、もう一刻を争うと、

そういう意味ではやっぱり刷新しなきゃいかんと。過去の理事が一人一人がいい

とか悪いとかそういう意味じゃなくて、皆さんもそれぞれ努力してきてこられま

したけども、やっぱり時代のチャンスというものも乗りおくれたらもう大変なこ

とになるという思いでありまして、何もいいかげんにいっときの思いでというよ

うなことは毛頭ございません。智頭町の観光、智頭町としてのそういうこれから

の世の中の動き、それから森林セラピー、あるいは民泊、あるいはいろいろな事

業がいわゆるどんどんふえてきております。その中で、この今まで旧態依然とし

た理事会で果たしてそういうものを組み込むことができるかどうかというような

こともありましたので、そのあたりはご理解いただきたい、このように思ってお

ります。 

○議長（西川憲雄）  岸本議員。 

○５番（岸本眞一郎）  今町長が言われたように、理事が３６名おって、総員が

３９名以内ということになっているようです。言われたように、理事が多いから

時代の変化に合わせた運営ができないのだという事実があれば、それは理事会の

内部、観光協会の内部で議論をしてみずからが変革するという手続があってこそ
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実現できるんではないでしょうか。これが今言うように、今回、当の理事さえも

突然の町長の提案だったという受けとめ方の発言があるということは、ほとんど

何か内部でそういった協議がなされてなかったのではないかなということを見受

けるんです。当然、今さら言うまでもなく観光協会というのは民間団体ですので、

町がお金を出すから町が介入するという部分もそれはあっていいと思いますが、

それはお金の使い方とかなんとかの問題であって、組織の変更とかについてはや

っぱり内部の議論に任せるべきものではなかったのかな。もし町長が言われるよ

うに自分が会長のときにそういう認識を持っていたということであれば、当然そ

れは理事会の中で投げかけて、内部で議論をした上で方向性を出すというのがよ

かったのではないかなと。 

  私が今回心配するのは、要は、新しい体制ができても理事というものの位置づ

けがボランティア的な位置づけも相当大きい部分があって、そういった体制がだ

めだということになれば、このボランティアという部分が、皆さんがやる気がな

くなってくる。だから新しい体制をつくっても実行する部分が大きな支障を来す

という懸念があるから私はこのことについて町長にお尋ねしているんであって、

いま一度組織の体制の変更についてのあり方について、本当にどうだったのか、

もう一度そこらについてお聞かせください。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  どなたからお聞きしたかはわかりませんが、正直申しま

して、これは私が会長を引き受けた時点、長い間やっておりましたけども、内輪

といいますか、正直言って仲よしこよし的な雰囲気が非常に強うございました。

町としては新しい発想で時代に合った森林セラピーとかいろいろ企画をやるわけ

ですが、観光協会としてはこういうものは一切受け付けないというような中身で

ございました。そんなことをするとかなわんわいとか、いろいろあるわけですね。

そういう中で、いい悪いは抜きにして、内輪で３６名理事の中で仲よしこよし的

ないわゆる雰囲気がある。あるいは、ここで言うべきでないかもしれませんけど

も、何となく因習的なものもまま見られた。 

  そういう中で、時代はもう早急に進んでるわけですね、どんどん。高速道路が

でき、そういう中で旧態依然とした雪まつりの滑り台をつくったり、那岐山に上

がったり、それからどうだんまつりのテントを張ったり、これも大事なことなん

です、これを今までやっていただかなかったらできてないわけですから。しかし、
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それはそれでおいて、もっともっとスピード化した理事の体制が必要だというこ

とで、今回これまでの観光協会の運営体質から脱却して、理念と目標を明確にし

た観光協会の運営体制、こういうものを構築するということで今回の組織編成を

やったと。 

  おっしゃるように、唐突じゃないかということでありますが、確かに言われて

おることも、ベターであったとは思いません。確かに勇気を出して、やっぱり変

革するときには勇気を出さなきゃいかん。そういうことで、私の全責任でそうい

う体制をつくるということで、おかげさまで町外から応援、応援というほど、１

５名の理事を選任いたしました。中に学校の利活用問題、そういうこれからの観

光というテーマも入れておりますので、１５名の構成の中には地区代表６名、こ

れは地区ということですね、それから学識経験者１人、エージェント、プロを１

人、それから県の関係も１人、観光関係の方を１人、まちづくり関係を１人、住

民２人、町内企業１人、そういうようなことで外からいわゆる冷静に見られる、

そういう方を実は登用しております。 

  そういった中で、確かに早急にハンドルを切った嫌いはなきにしもあらずと、

これは私は弁解はいたしません。その中で今回いろいろ事業をやっておるわけで

すが、ある人は岸本議員のおっしゃるように、もうやめたという方もあれば、よ

しよしと、あくまで我々はボランティアだから手伝いは幾らでもするよというこ

とで参画していただいておる方もいるんですね、事実。そういう中で、これから

広範囲にわたって智頭町全体を包含するようないわゆる体制をつくったわけです

から、すべての観光、６地区の観光、それから石谷家住宅の観光、板井原の観光

等々、それから鳥取自動車道にいわゆるリンクする観光、すべてこういうところ

から発信していくと。それで、これから一緒になってボランティアでやるぞとい

う方もおかげさまで出てますので、今ボランティアで何人かはいらっしゃいます。

もうやめたと、それはそういう方のお話を聞かれたかどうか知りませんけども、

事実そういう方もいらっしゃいます。そういう中で、黙々と智頭町というのは時

代に即応した観光行政をやっていただかなきゃいかんし、私もそれなりに観光協

会をバックアップしながらやっていくということであります。 

○議長（西川憲雄）  岸本議員。 

○５番（岸本眞一郎）  今の町長の答弁の趣旨を私なりに解釈しますと、やっぱ

り観光協会の今の体質が古い体質でなかなか新しい時代の動きに対応し切れない
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ので町長の責任として思い切って大なたを振った、だからその責任は私が持つと

いうように私はとったんですが。ちょっとそこら辺、そういうとらえ方でよろし

いんでしょうか。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  当然、私は町長であります。すべてのことに責任をとる

というのが、どんなことでもやぶさかではありません。それだけの覚悟を持って

事業をやっております。そういった意味で、ベターとは言えなかったかもしれま

せんが、私はこの改革をしたことに何ら町長としての責任逃れをしようとも思っ

ておりませんし、むしろあすに向かっての新しい体制を切り開いたという自負を

持っておりますので、そのあたりはご心配ないように。私は逃げも隠れもしない

ということだけは申し上げておきます。 

○議長（西川憲雄）  岸本議員。 

○５番（岸本眞一郎）  町長のその決意はよしとする部分がありますが、私がち

ょっと心配なのは、やっぱり民間団体ですね、やはり観光協会は民間団体ですの

で、それを外部から急ハンドルを切るような、そこら辺があつれきを生むことに

よって、今言うせっかく指定管理も含めて２,２００万近い補助金を突っ込んで

る組織が、本当にその補助金がいい成果を生むのか心配になってくるのは当然な

んです。それで、今回会長になられた方が放送大学の鳥取学習センターの所長と

いうことで、外部の方ですね。なかなかそういった今の新しい時代の動きに外か

らおって組織対応ができるのか、また、いろんな行事のこれまでボランティア的

な部分が強かったものがやはり指導していけるのか、そこら辺についての心配は

しなくていいでしょうか、そこら辺についてちょっとお聞かせください。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  確かに民間団体ということで、今人数も申し上げました。

ここなんですね、問題は。いわゆる内輪から脱却して勇気を持って改革をして事

を運ぶ。確かにあつれきというのは、私は実は覚悟をしてることであります。こ

れをあつれきが怖いから、もうちょっとほっとこう、まあまあ何か言われるから

知らん顔して内輪でいっちゃえということで、果たして町長職が務まるのかどう

か。やはり本物のまちにするためには勇気が要ります。確かに私のやった急ハン

ドルを切ることによって数人の方を、町長憎し、あるいは反発、反感、これは当

然出ることであります。しかし、それが出るからちょっとやめとこうでは、私は
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町長としての資格はないと、断じてそういう思いで断行いたしました。 

  それから、民間団体のご心配でありますけども、適当に人数を集めたわけでは

ございません。いわゆる外を知っているエージェントですね、これプロ、そうい

う方、それから県のいわゆる観光にタッチしておるようなそういう観光関係の元

というような方、そういうたけておる方を実はお願いしました。これも非常に苦

労いたしました。簡単にほいほいといって集まるものではありませんが、智頭町

の観光をどうしても、これから鳥取自動車道でバキュームカーのように吸い込ま

れてむしろ閑散としたまちにはしたくありませんので、これから自動車道からど

うしてもおりていただく、そういう施策に打って出るためには内輪だけではでき

ない。いろんな角度を持った方の意見等々を把握しながらやるということであり

ますので、ご心配の向きは確かにご心配かもしれませんか、このままやらせてい

ただきたい、このように考えております。 

○議長（西川憲雄）  岸本議員。 

○５番（岸本眞一郎）  もう今さら、組織体制が大きく変わりましたのでそれを

後戻りせよというつもりはありませんが、私はやっぱりこの改革するというとき

に、内部からみずからが、やっぱり自分たちが変わらなければならないなという

部分で、特に問題提起をできる立場に町側がおるわけですのでね、職員も派遣し

ていますし、そういう中で改革をしていって新体制が生まれることがベターなの

ではないかな。そのことが、今言うこれまでボランティア的にやってた方のその

まま協力ができうるのではないかなと、そういうことがやっぱり今回ちょっと見

えなかったので、確かに指令塔はできたが、その下の手足が本当に活動できるの

かなという大きな心配をしますので、では最後に、そういった手足となって動く

方は、十分これからやっていってやっぱり民間団体としての活力を発生させる、

そういった町としての指導体制をするというか、そこら辺について再度聞かせて

ください。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  岸本議員のご意見として受けとめさせていただく中で、

これから、おっしゃるようにやはり町内のボランティアというのは欠くことがで

きません。その中で、これから町内のボランティアの、おれたちも汗をかいてや

ろうという方を先頭になって私も集めようと、その覚悟はできております。要求

ばかりじゃなくて、おれたちも汗を流すというお願いどおりに、おれたちも汗を
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流してやるという方にこれから観光協会に入っていただく努力はいたします。 

  最後に、岸本議員のご意見として承ったことは、やぶさかでございません。以

上です。 

○議長（西川憲雄）  岸本議員。 

○５番（岸本眞一郎）  では、続きまして、次の質問に入らせていただきます。 

  次に、住宅新築資金にかかわる貸付金償還に伴う手続について質問いたします。 

  同和地区住宅新築資金貸付事業から既に３０数年を経過し、本来順調にいけば

既に償還が終わり事業の成果が残るばかりとなるはずでしたが、残念ながら貸付

金の滞納が発生し、真の事業完了となっていないのが事実です。さらに、３０数

年の年月は当事者である借受人や連帯保証人の高齢化も進み、亡くなる方もだん

だんと出始め、相続人にとって債務の状況がわかりにくい状況が生まれ、特に複

数の事案に保証人となっている人の相続人にとってはなおさらのことです。 

  そうした中、ある日突然に借受者相続人がいるのに保証人のところに滞納金返

還請求書が来ることは、心理的に受け入れることが難しいことが予想できます。

こんな事態を生じないようにするために、現状の貸付償還金滞納処理規則等の現

状と変更等の見直しするつもりはないのかお尋ねをいたします。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  住宅新築資金等の貸付事業、これは同和対策事業の一環

として制度化されて以来、対象地域の住環境整備が大きく改善され、今日に至っ

ております。しかし、この貸付事業の資金の償還は長年にわたることから、借受

人の経済的変動による生活困窮や計画性を欠いた生活設計、あるいは傷病、ある

いは破産等々で滞納になっているケースも多く、これに加えて借受人や連帯保証

人の死亡など人的変動も発生しておることから、貸付金の償還は大変実は苦慮し

ているところであります。 

  岸本議員の質問のありました借受人死亡に伴う償還金の請求についてでありま

すが、智頭町住宅新築資金等貸付条例及び施行規則等での定めはありません。こ

れは、住宅新築資金等貸付金が私人に対する民法上の金銭消費貸借契約に基づく

民事債権であるとされており、請求とは権利を行使する行為として民法上に定め

られていると、このように実は理解しております、ということです。 

○議長（西川憲雄）  岸本議員。 

○５番（岸本眞一郎）  今の答弁では、借受人が亡くなったときに滞納の償還金



－４９－ 

の請求については条例には定めていないが、民法上の解釈によってどちらにでも

請求できるという判断に立ってるというぐあいに解釈をしてます。確かに民法上

ではそうでありましょうが、初めにも言ったように連帯保証人にとっては心理的

に、借受人の本人がいたり相続人がいるのにいきなり自分のほうに、取れるとこ

ろから取るという原則に立ったときに、連帯保証人の方が払ってもらえるだろう

からという判断で来るという場合があるのでね、そのときに、心理的に保証人に

とってはやっぱり債務者にまず請求をしてほしいという思いがあると思いますの

でね、だから私が言ってるのは、そういった手続の手順を順序として明確にした

ほうがいいのではないか。これは例えば他町村等でも既に実行されている事案で

すので、智頭町としてもそういったことにしたほうがいいのではないかという私

の質問ですので、その辺のことについてお答え願えませんか。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  おっしゃるように、実に悩ましい問題であるということ

は私も実に感じております。これはなかなか難しい問題でありまして、詳細につ

いては税務課長のほうで、そういう法的な等々ございますし、税務課長のほうか

ら答弁させますのでよろしくお願いします。 

○議長（西川憲雄）  西沖税務住民課長。 

○税務住民課長（西沖和己）  岸本議員から質問のありました、いわゆる手続上

の死亡した連帯保証人、あるいは借り受け者に対していきなり請求ではなく、事

前にこれだけの債務を抱えて相続権がありますよということを通告する、あるい

は明らかにしておく必要があるのではないか、したがって、条例をそのために、

あるいは規則をそのために変えるというか、そういったことが好ましいのではな

いかということであろうかと思います。 

  実は私自身も、現状において条例・規則を変える必要はない、このように理解

をするものであります。その理由と申しますのは、現状において長期の滞納者、

しかもその方が亡くなっておられると、連帯保証人の方も亡くなっておられる場

合には、債務の承継をすると、いわゆる債務引き受けということがしかるべき相

続人に対して求められる行為であります。これは事務処理上のことではあります

が、そういったことを順序立てて処理することによって債務は継承されるという

ことになろうかと思います。 

  しかし、先ほど申し上げましたように、長期の滞納であって非常に徴収が困難
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ということにもなりかねません。中には時効の中断ということも余儀なくさると

いう場合も当然考えられます。したがいまして、我々といたしましては、ケー

ス・バイ・ケースによっては待ったなしで請求ということもさせていただかなけ

ればならないということにもなるということは承知おきいただきたいと思います。

以上です。 

○議長（西川憲雄）  岸本議員。 

○５番（岸本眞一郎）  今の西沖課長の答弁では、基本的には条例に定めている

手続をしっかりと厳守していけば、私が言ったような改めて明記する必要はない

というぐあいに受けとめました。 

  実は、今言ったように確かに条例をしっかり手順を踏んでいけば多分そうだろ

うと思いますが、現実にはなかなか条例の手順どおりになっていない実態がある

んです。例えば滞納が発生して３カ月６カ月、その都度、連帯保証人等に連絡す

るように明記されているんですが、本当に連帯保証人なんかに聞きますと、こう

いったせっぱ詰まってから突然に、あなたのなってる連帯保証人にはこんだけの

債務がありますというような連絡が来てびっくりするというような例がままあり

ますのでね、それはやっぱり今の条例がきちんと遵守されてなかった裏づけだと

思います。ですから、そこのところについて、やはり今の条例の実施状況の点検

と、本当にこれからそういう反省を踏まえてしっかりやっていくという姿勢なの

か、そこら辺について、ちょっと今の条例の実施の現状と今後についての考え方

について再度お答えください。 

○議長（西川憲雄）  西沖課長。 

○税務住民課長（西沖和己）  町長の説明にもありましたように、発足以来かな

りの年数を経ております。この間、事務担当者は、資金の貸し付けから、あるい

は償還完了までの期間に起こる諸問題に人がかわりつつある中で適切な処置をし

てきたのかというと、いささか議員が質問されたように突然請求が行くというよ

うなことにもなりかねないという実情も抱えておるのも事実でございます。 

  したがいまして、事務処理上の内容というものは努めて債務引き受けがしっか

りなされておるのか、継承がしっかりなされているのかいま一度検証しまして、

その徴収に対する努力は事務処理上努めなければならないと考えております。 

○議長（西川憲雄）  岸本議員。 

○５番（岸本眞一郎）  大体考え方はわかりました。 
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  少し最後に確認しておきたいんですが、やはりこれまでの条例、規則というも

のが厳正に執行されてない部分というものがあって、やっぱりそれの反省に立っ

て今後はそういった条例に基づいた処理手続をしっかりやっていくことによって、

今言ったように債務者、連帯保証人に突然そういった債務の存在が来るというよ

うなことがないようにしていくというような考え方であると私は今解釈していま

すので、それでよろしいのでしょうか。 

○議長（西川憲雄）  西沖課長。 

○税務住民課長（西沖和己）  初めにも申し上げておりますが、長期にわたる滞

納者、しかも非常に徴収が困難という事案におきましては、触れましたように時

効が進行していくということも考えられます。したがいまして、私たちも適切に

事務処理を遂行するということには努力を重ねますが、ケースによっては、行政

上のこの資金の債務不履行を防止するために請求行為ということもやむない場合

があるということは承知おきいただきたいと思います。 

○議長（西川憲雄）  最後の質問になります。 

  岸本議員。 

○５番（岸本眞一郎）  ケースによってはそういうこともということですが、そ

ういうケースが出ないための再度債務の状況をしっかり点検する中で、債務の相

続人を含めて保証人に現状をまずしっかり知らせていくということがまず前提な

のではないかなと。それがないから突然の通告になるという事案が発生するもの

だと思いますので、いま一度見直す中で、債務者、保証人に現状をしっかり知ら

せていくという手続もやってもらいたいと思いますが、そのことについてはどう

でしょうか。 

○議長（西川憲雄）  西沖課長、手短にお願いします。 

○税務住民課長（西沖和己）  検証の上、対応すべきことは対応いたします。 

○５番（岸本眞一郎）  以上で終わります。 

○議長（西川憲雄）  以上で岸本眞一郎議員の質問を終わります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

休 憩 午後 ０時１４分 

再 開 午後 １時１６分 

○議長（西川憲雄）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、中野ゆかり議員の質問を許します。 
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  １番、中野ゆかり議員。 

○１番（中野ゆかり）  一般質問の冒頭に当たり、まずは、西尾病院管理者が今

月１６日に辞任されるとのことを先般の全員協議会にて町長からお聞きしました

ので、これまで智頭病院の管理運営に尽力してきてくださったことに対し感謝申

し上げたいと思います。西尾管理者、どうもありがとうございました。 

  さて、私は、智頭病院改革プランの実施状況について質問させていただきます。 

  智頭病院では、平成２１年３月に智頭病院改革プランを策定し、着実にプラン

に沿った改善を行われてきました。例えば那岐と山形地区に診療所を開設したり、

病床数を９９床とすることにより交付税の増額につなげられました。また、訪問

看護ステーションを併設型から単独型に変更することにより、介護報酬増額につ

なげると同時に訪問看護指示料の加算などを可能とするなど、さまざまな工夫に

よって増収を図ってこられました。さらには施設内テナント契約や自販機設置契

約などを見直すなど、細部にわたり涙ぐましい努力をされています。 

  さて、そんな努力をされてはおりますが、智頭町及び近隣の市町村の人口が減

るとともに、智頭病院における外来患者数や入院患者数も年々減る傾向にあり、

今後ますます病院経営が厳しくなることが予想されます。 

  そこで町長に質問いたします。現在の医業収益の現状分析と、増収につなげる

ための方策があればお聞かせください。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  智頭病院改革プランの実施状況についてお尋ねでありま

すが、このことについては、毎年の予算特別委員会、決算特別委員会や民生常任

委員会などで病院事業管理者から逐一詳細な説明をさせているところであります。 

  その中で、病院の医業収益を伸ばすには、医師、看護師等のスタッフを充実し

なくてはならないことは議員も十分ご承知のことと思いますが、何をさておいて

も特に医師の確保が重要だと考えております。しかし、智頭病院は、平成２２年

度末の内科医師の退職、平成２３年度末の外科医師の退職に伴い常勤医師が１０

名から８名になっており、今後５年間のうちに３人の医師が定年を迎えるといっ

た厳しい状況にあります。私としましても、いろいろと情報収集に努めるほか、

鳥取市や岩美町と連携して医師の確保に向けでき得る限りの力を注いでおります

が、残念ながら一朝一夕には難しい状況にあります。 

  以下、冒頭の中野議員の西尾病院事業管理者にねぎらいのお言葉があったよう
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に、きょうが最後の定例の議会になりますので、詳細は病院事業管理者から答弁

をさせます。 

○議長（西川憲雄）  西尾管理者。 

○病院事業管理者（西尾 稔）  医業収益増の方策についてお答えいたしますが、

その前に、ねぎらいの言葉をいただきましてありがとうございました。 

  平成２３年１２月に議決していただきました改訂版の智頭病院改革プランに沿

って努力しているところでありますけれども、町長答弁でありましたように、医

師の退職により医業収益が減少しております。そこで、医師確保に向けて鳥取市、

岩美町とともに行政機関で協議会を立ち上げるとともに、市立病院、岩美病院と

私どもの病院とが密接な連携を進めているところであります。 

  こうした取り組みによります具体的な事例としましては、平成２３年度末の外

科医の退職後、市立病院の院長みずからによる外科の週１日の診療援助でありま

すとか、市立病院医師による老健施設や健診センターへの派遣を速やかに行って

いただいたところでもあります。また、県が行っております医師特別養成枠の第

１号がこの春から初期研修中でありまして、平成２７年度からは現行の自治医科

大学の卒業の医師と同様に各医療機関に派遣されるということになりますので、

それにも期待をしているところであります。 

  こうしたことに加えまして、医業収益の源であります医師の確保以外の事項に

ついては、先ほど議員からもご紹介していただきましたけど、デイケアの受け入

れ定員であったり２０人から２５人にというようなことで増員しましたり、ウイ

ークデーの祝日も運営するといったようなことで、より利用しやすい在宅医療を

拡充することや、訪問看護ステーション、健診センターの増収を図っているとこ

ろであります。 

  これらのデイケア、訪問看護や健診部門の収益は平成２２年度約１億円であっ

たものが、この平成２４年度では約１億２,２００万円となりまして、２,２００

万円ほどの増収を図ることができております。さらに広い意味での医業収益とい

うことで、各種診断書料や病院施設の使用料を見直しまして、自動販売機などの

売り上げ手数料の増収策や、未収金の発生防止ということでちょっと増収という

ことにはかけ離れますけれども、クレジットの利用を始めるといったようなこと

もやっております。今後とも増収につながるよう努めていきたいと考えておりま

す。以上でございます。 
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○議長（西川憲雄）  中野議員。 

○１番（中野ゆかり）  智頭病院が経営が苦しいのは、全国的にご多分に漏れず

お医者さんが少ない、看護師さんが少ないからであるということは再三聞かせて

いただいております。町長、これっていうのは、私、別の聞き方をすれば、町長

が毎回言われてるように、全国的にお金がない、お金がないから町村もお金がな

いんだというような、町長が言っておられるところが全国的に多いということを

再三言われていますが、何かこれにとっても似てるように感じるんですね。お医

者さんがいない、看護師さんがいない、だからというような理由がどうしても私、

納得できない。 

  ということで、本当、この智頭病院改革プランの中身について、真剣に中身を

見てこのたびの質問に至ったというわけなんですけれども、例えば智頭病院改革

プランの中の２１ページ、収益増加の取り組みという項目がありまして、各部署

の業務のあり方を基本に立ち返って見直しますというような項目があります。文

章があるんですけれども、具体的にこの取り組みについてをお聞かせください。 

○議長（西川憲雄）  西尾管理者。 

○病院事業管理者（西尾 稔）  これは組織の再編というか、そういうことにも

かかわってくることだろうと思いますけれども、平成２３年度から組織の再編成

というか、改正をしておるんですが、それまでは部制というようなことできっち

り仕分けをしていなかったり、あるいはそれぞれの職員の職務職階というものが

きちんとした命令系統が示されないまま、例えば事務部門でありましたならば事

務部ということで、現在は総務課と経営課ということできちんと課長という責任

者を置きつつ、それなりに以前よりはより明確な組織に仕上げたと思うんですけ

ど、同様のことが、ほかの例えば薬剤科であったり検査室であったりというよう

なコメディカルの部分にもきちんとしたことがしけたと思います。そうしたこと

が命令系統によるところの上からの指示であったり、あるいは下からの意見の吸

い上げであったりというようなことが速やかにできるようになった、きちんと伝

えることができるようになったということが、先ほど引用されました２１ページ

のところの具体的なといいますか、そういう取り組みにつながっておるというこ

とだと感じています。 

○議長（西川憲雄）  中野議員。 

○１番（中野ゆかり）  平成２３年度に組織の編成が行われたということですが、
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組織部ができて見た目にも組織の指揮命令系統がわかりやすくなったと思います。

しかし、私が病院の職員さん約２０名弱の方にお話を伺ったところ、多くの方が

自分の職務、職責についてはあいまいだと言われていました。 

  そこで確認のため質問いたしますが、職務、職責を文章化したようなものはあ

りますでしょうか。 

○議長（西川憲雄）  西尾管理者。 

○病院事業管理者（西尾 稔）  そうした事務分掌表といいましょうか、それが

文章化したことのものになるんですけれど、通常それは事務部門ではかなり細か

いものがどこの病院でも、あるいはどこの組織でもきちんと整備されておるんで

すけれど、例えば看護部の何々病棟のだれそれはこれをしてあれをしてというこ

とは通常どこの病院でも定めておられないと。といいますのは、変則勤務といい

ますか、入れかわりの勤務で、それぞれきょうはチームリーダーになる日、ある

いはサブリーダーになる日、あるいは受け持ちの患者さんをどういうチームでと

いうようなことで、その勤務によっていろいろ役割が違ってくるというものがあ

ります。ということで、そういう書き物にしたような事務分掌表というのは、事

務部についてはきちんとしたものが当然ございますけれども、他の部署について

はそうしたことというのはつくってございません。以上です。 

○議長（西川憲雄）  中野議員。 

○１番（中野ゆかり）  その都度業務の、言えば臨機応変に対応していかなけれ

ばいけないためというふうに受けとめたんですが、例えば主任がするべき業務は

これである、また主幹はこれだ、室長は部長はといったような大まかなやはり職

務について職責について文章化する必要はあると私は思うんです。 

  そしたら、臨機応変に対応していくためとはいえ、それはなぜつくらないんで

すか、その文章化していかない理由をお聞かせください。 

○議長（西川憲雄）  西尾管理者。 

○病院事業管理者（西尾 稔）  私も今までほかの部署で病院とかそのほかの職

場にもおりましたけれども、病院などで看護部であったり検査科であったりとい

うところでの事務分掌というのに見かけたものがないというか、つくったものが

ないので、なぜって言われると、そういうものなんだろうなとしか私自身は感じ

ておりませんが、先ほど、例えば診療技術部長は何をするべきもの、診療部長は

何をするべきもの、科長は何をするべきものというようなことぐらいはというこ
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となんですけど、強いてそれを書き上げるとしたならば、診療技術部、コメディ

カル部門の総元締めというか、総責任者になるんですけれど、そういう人のもの

に文章で簡単に書くとするならば、診療技術部に属する部署の総括をすることと

いうことが一つ加わって、あとは通常のその人が放射線室なるところから、線室

というか、なっているものであれば、当然そこの中での業務に日々当たりながら

そういう診療技術部の取りまとめをするということになりましょうし、診療部長

というのは医師の集団での部長になるわけですけれども、これが内科の医者であ

れ整形であれだれであれ、診療の取りまとめをする者ということを書けば、強い

て書き上げればそういうものなんだろうと思います。 

  何でそういうものがないのかということについては、私はちょっとほかでも事

例を見たことがないもんですから、なぜかということについてはちょっとお答え

できませんけども、済みません。 

○議長（西川憲雄）  中野議員。 

○１番（中野ゆかり）  なぜ文章化しなければいけないのかという逆の問いだと

思うんですけれども、言えば、例えば室長と副室長、これはどういうような業務

の差があるんでしょうか。例えばそのことについてちょっと教えていただけます

でしょうか。 

○議長（西川憲雄）  西尾管理者。 

○病院事業管理者（西尾 稔）  そういう一つの事例でありますなら、こういう

役場というか、その組織で置き直して考えていただくとわかっていただけるかな

と思うんですけど、それぞれの課に課長がおられ、そしてその次席といいますか、

それを補佐する形で課長補佐ということでおられるわけですけど、課長はその課

の総責任をとられます。ただ、課長に事故があるときといいますか、課長不在の

ときには課長にとってかわってきちんとその役割を遂行しますよという立場の者

でしょうから、通常そうした場合には事務分掌表なんかで書きあげますのは、課

長は当然、課の総括と書いてあり、課長補佐には、課長を代理するといいますか、

補佐するということが書いてあって、あとは個別具体的にそれぞれ属人的な仕事

が張りついておれば、そういうものが一つ二つというか、とか書いてある、そう

いう性格のものだと思います。 

  だから室長なり室長補佐がどうなんだと言われれば、室長はそこの部署の何々

室というところの最終責任。その室の責任者として頑張ってもらう。室長補正は
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室長が不在のときであったり、あるいは室長がおられたとしても、相談役という

か、補佐をしてきちんとその組織を責任あるきちんとした組織として成り立てて

いくというものだと思っております。 

○議長（西川憲雄）  中野議員。 

○１番（中野ゆかり）  昨日、水防訓練が行われ、改めて組織の指揮命令系統の

大切さを感じました。例えば水防班長はいつどんなときにどんな号令をかけて団

員を動かすとか、例えば班長が一人ではなく三人整列した場合どうのこうのとい

うようなことがきちっと文章化しているからこそ、迅速かつ正しく動くことがで

きたのではないでしょうか。 

  病院というのはとても大きな組織です。その大きな組織が自分の職務、職責が

何となくしかわからないというのはどうなんでしょう。組織としてこの体制の見

直し、この肩書での表はつくったものの、本当に正しく全職員が動いていけてる

んでしょうか。先ほど冒頭にも申しましたように、実際病院の職員さんに伺った

ところ、自分の職務、職責があいまいであると私は聞いております。ですから、

本当に自分が何をしなければいけないのかということは文章化し、かつ、それが

できた上で自分が判断して動けるようなことに持っていかないと、この組織体制

を表にしました、はい、できましたではないと私は思います。その点についてい

かがでしょうか。 

○議長（西川憲雄）  西尾管理者。 

○病院事業管理者（西尾 稔）  確かにプランの中では、１０ページの中にきち

んとした改革後の病院組織図ということで、部制をしきましたよと、各部長のも

とにそれぞれ診療科長がありましたり診療技術部のほうでは薬剤科長なり各室長

といったようなことできちんとこれは整備しました。これが図をかいただけで何

ら機能しないというのは、これはちょっと心外でございまして、これに基づいて

２３年の４月からは、それぞれの部長がそれぞれの自分の配下であるところの課

長、室長にきちんと情報を伝え、指揮命令を伝えるということで整備できたこの

状態に従って事を進めてきているように思います。 

  さき方、うちの職員の方、２０数名ぐらいに話を聞かれたという中で、自分の

責任というか、自分の仕事の分担がいまいちよく幅がわからないというか、どこ

からどこまでがというようなことを答えてる職員がいたようでありますけれども、

逆にそういう、自分はここまでしか手を出さないよ、あとはあんたの仕事でしょ
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みたいなやり方でできる部署もありましょうし、そうしてはいけない部署もある

と思うんですね。だから、自分はまだ平の職員でこれは主任さんの仕事かもしれ

ないけど自分は今手がすいてるから頑張ろうと思ったり、あるいは上のほうの主

任であったりいろいろ副室長であったりという者が、部下の仕事についても自分

はここまではもうする必要はない職なのかもしれないけど手を差し伸べていくと

いったようなことも必要なんでしょうし、それはそこの小さい組織ですから、こ

の智頭病院の組織で考えてみますと、例えば薬剤科であったら現在２人しかおり

ませんけど、２人や３人の組織がこの診療技術部の中では３つも４つもあるわけ

です。それぞれの小さい組織の中でそういうことがきちんと日々意思疎通ができ

つつ、現在まできちんと私は業務が遂行できる形になってると思っております。 

○議長（西川憲雄）  中野議員。 

○１番（中野ゆかり）  改めて組織の中を見ていただいて、一人一人が職務、職

責を全うできているのか、把握しているのかというのを確認していただきたいと

思います。 

  次の質問に移ります。順番をちょっと変えさせていただきます。 

  ４番目の質問をさせていただきます。施設内「そよかぜ通り」に意見箱を設置

されていますが、意見箱はいつだれがあけて、意見があればだれがどのようにそ

の内容を検討され公表しているのでしょうか。 

○議長（西川憲雄）  西尾管理者。 

○病院事業管理者（西尾 稔）  意見箱は１階ロビーと地階、それと各病棟に設

置しておりまして、投函していただけるようになっております。それは総務課の

職員がおおむね週１回程度、意見箱を確認しまして、ご意見が寄せられておれば

関係部署で内容等を調査した後、回答案を作成しまして、院長や病院事業管理者、

私どもの決裁を経て１階のそよかぜ通りにその回答文を掲示するとともに、よい

提案であれば予算を勘案しながら実施に向けているところであります。以上です。 

○議長（西川憲雄）  中野議員。 

○１番（中野ゆかり）  このそよかぜ通りに出されている回答というのを見てみ

ましたら、平成２４年１月に回答されたものが一番上のページになっておりまし

た。次のページをはぐると平成２３年８月の回答となっており、約５カ月間の間、

空白なわけですね。その間、何も意見がなかったのでしょうか。 

○議長（西川憲雄）  西尾管理者。 
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○病院事業管理者（西尾 稔）  意見箱に入れられている意見はそれがすべてで

あります。 

○議長（西川憲雄）  中野議員。 

○１番（中野ゆかり）  私が調査したところ、意見箱に入れたけど回答が掲載さ

れていないという方もおられます。だれもが智頭病院を少しでもよくしたいとい

う思いで書いてくださっていると思います。また、病院側も気づかない点を利用

者からご指摘いただけるツールとして、意見箱が重要な役割を担っていると思い

ます。意見箱に対しての認識を伺います。 

○議長（西川憲雄）  西尾管理者。 

○病院事業管理者（西尾 稔）  ご意見箱といいますか、ご意見というのは、議

員おっしゃったとおり、病院の改善に向けてより大切なものだと考えております

ので、さき方、何か入れたけど回答がないというのはちょっと調査してみないと

わかりませんけれども、私どもで把握しておるのは、例えば２４年度は２件であ

ったり２３年度は８件という状況で把握しております。 

○議長（西川憲雄）  中野議員。 

○１番（中野ゆかり）  その意見箱ですけれども、現在、病院関係者の方が中身

を確認しておられるということでしたけれども、しかし、町長、考えてみてくだ

さい。現在、通院や入院されている患者さんが医師や看護師さんの対応に対して

改善を求めたいと思い、意見箱に投書した場合、ああ、この投書を書かれた人は

だれだれさんだと、いわば犯人捜しが始まりませんでしょうか。実際、町民の方

から聞いた話ですが、ご家族の方が入院されていたとき、職員の方の対応に対し

てとても不愉快な思いをされたということを教えてくださった方がおられます。

ですけど、この思いを投書箱に入れたかったけれども、現在入院していて智頭病

院にはお世話になっている手前、もし自分が書いたことがわかればお世話にもな

りづらいということで、投書の行為まではしなかったと言われる方が実際おられ

ます。 

  そこで、町長、私の提案なんですけれども、意見箱のかぎ、これを町長もしく

は副町長が管理されて、まずは町長が意見箱の中身に目を通し、病院内のさまざ

まな事象をまずは町長が真っ先に把握されてはどうでしょうか。そして投書され

た内容につきましては、具体的な指摘事項は排除した上で病院側に伝えて改善を

求めるようにすれば、投書する側も安心してより具体的に書くことができると思
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います。そして一つ一つの回答が病院側でなされていなければ、町長が、あの質

問の回答がまだ掲載されてないがどうなってるのかという指摘もすることができ

ます。病院で起こっている事象を病院だけで処理するのではなく、一歩離れた環

境にある町長、副町長がチェックすることが重要かと思いますが、この点、町長

はいかが思われるでしょうか。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  全責任はすべて町長、私にあると、これは間違いないこ

とでありますが、今の中野議員のご質問の趣旨は疑心暗鬼になっておられるよう

な、そういう内容かと思いますが、管理者というのは病院の管理というとてつも

なく重要なスタンスでありますので、一応これから、こういう質問が出ましたの

で、私がわかりましたという以前に、この管理者、病院の関係者がきちっと精査

すると。もしそういうことが、数不明な点があればまた考えますが、一応順番と

して管理者という重い職責の中で私が預けておるわけでありますので、まず第１

段階はそういうふうにさせていただきたいと思います。 

  それと議長、反問権よろしいでしょうか。 

○議長（西川憲雄）  はい、よろしいです。 

○町長（寺谷誠一郎）  私、冒頭に中野議員がおっしゃった、私がよく口にして

おります、お金がなかったら知恵を出せ、知恵がなかったら…れろ。そういうこ

とをよく事実言っております。いきなり冒頭、そのことをよく似て病院の云々か

んぬんは私が常日ごろ言っておること、ということがありましたが、ここで中野

議員、医者というのは一般人と違うんですね、技術を持った特殊といいますか。

この方が努力してもなかなか来ていただけない。ここで中野議員、ぜひとも医者

を智頭町に連れてくる案というものをお示し願いたい。以上です。 

○議長（西川憲雄）  中野議員。 

○１番（中野ゆかり）  案はありません。それで、これ例えを申したまでで、そ

れと言葉がちょっと足りなかったことは訂正して謝罪いたします。全国にお金が

ないから我が町にもないと言われているのは寺谷町長ではなくて、全国の町長が

そう言われていると。そうではなくて、我が町がみんなで知恵を出し合ってやっ

ていくんだというようなことを町長はおっしゃってくださってます。そのことを

話を何遍も聞かせていただいてます。だからこそ、それと全国に医師が少ない、

看護師が少ないというのは本当に例えでありまして、いつも智頭病院のこの説明
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のときには聞いているものですから、それは事実としてはそうでしょう。ですけ

れども、その事実は事実で置いときながらも、まだまだ病院の改革というのは細

部にわたりできるんじゃないですかと私はお伝えしたくて、その話をしたまでで

す。 

  ということで、次の質問してもいいですか。 

○議長（西川憲雄）  はい、どうぞ。 

○１番（中野ゆかり）  続きまして、智頭病院改革プランの２７ページに、民間

的経営手法の導入を積極的に図りながら改革プランを確実に達成していかなけれ

ばならないと記載されています。この記載に対して具体的な現在の取り組みをお

聞かせください。 

○議長（西川憲雄）  西尾管理者。 

○病院事業管理者（西尾 稔）  この民間的経営手法の具体的な取り組みについ

てどうかというお尋ねでありますけれども、主に外部委託ということの推進に取

り組んでまりいました。 

  例えば平成２２年度まで２人の嘱託職員で行っておりました施設管理業務を平

成２３年度からは外部業者に委託し、さらに平成２４年度からは正規職員１名及

び嘱託職員１名も加えまして、この業務も外部業者に委託したことによりまして、

年間約４００万円の削減につながっております。 

  次に、その委託業務を初めとする複数年契約を導入してきたことがあります。

債務負担行為を認めていただいたことにより、平成２２年度まで単年度ごとに行

っておりました清掃業務や給食業務などの１４件の委託、これ総額約１億２,５

００万円に上るんですが、こうして契約してきたものを５カ年契約にすることに

よりまして約１億１,０００万円に圧縮することができ、約１,５００万円の削減

につなげることができており、今後の３年間についても複数年契約でございます

ので、同様の削減が図られることになっております。 

  なお、そのほかの細々したことではありますけれども、医療機器の購入などに

際しましても、他の病院の購入実績や全国自治体病院共済会といったような組織

があるんですけど、こういったようなところなどからも情報を収集しながら予定

価格の厳しい設定を行ったり、重油の購入なども半年ごとに以前は行っておった

んですが、購入契約を現在は毎月々の入札としていることなどで、小まめな手続

を行うことにより少しでも安く購入できるよう努めているところであります。以



－６２－ 

上です。 

○議長（西川憲雄）  中野議員。 

○１番（中野ゆかり）  さまざまな民間的経営手法、理解できました。 

  まず、この智頭病院改革プランが今、着実に実行できているのは、濱崎院長を

初めとする医師の皆さんや看護師の皆さんのほか、技師や薬剤師さんなどなど病

院関係の努力のたまものだと思います。その中でも病院管理者及び事務次長の貢

献は大きく、最初の質問にも申し上げたとおり、本当いろいろ手を尽くしてくだ

さっております。 

  しかしながら、この努力でいうには限界があると思うんですね。病床数を変更

したり、何とかの交付税を上げていく手法というのには限界があると私は思いま

す。そこで、一つ私から提案させていただきたいことがあり、きょうは質問に臨

んだんです。 

  これはバランススコアカードという手法を実践するということです。これとい

うのは、このバランススコアカードに関してはいろいろな書物が出ておりますの

で、ぜひ読んでいただきたいと思います。企業はもちろん自治体や各種組織体で

もこの手法が導入されて効果を上げています。この本によれば、三重県の県営病

院でも導入されているようです。 

  さて、このバランススコアカードとは一体何だということなんですけれども、

ビジョンと戦略、これを明確にして四つの視点でこれをまとめていこうという考

えです。一つ目は財務の視点、二つ目はお客様の視点、三つ目は業務プロセスの

視点、四つ目は人材の視点です。今、智頭病院では、この財務の視点というのは

とってもあると思います。ですけど、お客様の視点どうでしょうか。また、看護

師さん、医師、その他、働く環境としてはどうなんでしょう。また、業務プロセ

ス、ちゃんと緻密にできてますか。そういうことをすべてがかみ合ってビジョン

と戦略を盛り上げていこうという考え方がこのバランススコアカードです。 

  とても時間がないので、ちょっと詳しくは説明できないんですけれども、まず

はビジョンと戦略。智頭病院を今後どうしていきたいのか、どういうような特徴

を持った病院につくり上げていくのか。このビジョン、これを明確に示していた

だきたいと思います。私の読解力不足のせいか、この改革プランの中では私は読

み取ることができなかったんです。 

  ですから、こういうような手法もありますので、ぜひともご検討いただければ
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と思います。 

  この智頭病院は町民にとって、また近隣町村にとってもなくてはならないもの

だと私は思っております。少しでもいいものを取り込んで改善していって、永続

的に智頭病院が存在していけるように、ぜひとも今後も努力をしていただきたい

と思います。これで私の質問を終わります。 

○議長（西川憲雄）  以上で中野ゆかり議員の質問を終わります。 

  次に、徳永英太郎議員の質問を許します。 

  ６番、徳永英太郎議員。 

○６番（徳永英太郎）  私は大きく二つの質問を行います。 

  まず、廃屋等の解体撤去の促進について、町長にお尋ねいたします。 

  今、全国各地で、また町内のあちこちで管理されず廃屋となった建物が多く見

受けられます。また、管理されないとは言わないまでも空き家となり、その所有

者に適正に維持管理がなされていない建物もそこかしこで見受けられます。この

ことは周辺住民に生活環境の悪化をもたらしていると言わざるを得ません。これ

により景観の悪化、防災・防犯機能の低下、火災の発生の誘発、ごみなどの不法

投棄等の誘発、倒壊による周辺住民への損害のおそれなど、多くの問題点が上げ

られます。 

  総務省によれば、背景として農村部から都市部への人口移動により、適切に管

理されなくなった家屋が増加したためとしています。本町も例外ではありません。

もはや持ち主による適正な管理が望めない空き家、廃屋で倒壊を待つだけの危険

建物は、その増加に拍車がかかるものと予想されます。そのようになる前に何ら

かの方策が立てられないものでしょうか。何らかの指導や法的な措置が行政とし

て行えないものでしょうか。 

  今、本町が行っている定住促進対策事業としての空き家バンク制度は、その一

つと考えられます。有効な方策であると考えます。しかし、空き家バンクに登録

される建物は、一部改修したり何らかの手を加えれば十分居住に値する建物であ

り、その持ち主の思惑とも相まって、なかなか登録件数が伸びないと聞いていま

す。このことも今後の検討課題でありますが、問題は、長年管理されずに放置さ

れたままで倒壊を待つだけの危険廃屋であります。このような建物については、

行政として、その所有者に対し何らかの法的な措置を行うべきであると考えます。

しかし、既存の法制度のもとでは難しいと聞いております。本町独自の条例の設
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置も含めた行政の積極的な関与が今求められているのではないでしょうか。 

  このような現状に対して、日本一美しい村連合の一会員である本町として、町

長はどのように考えているのか、まずお尋ねいたします。 

  以下は質問席にてお尋ねいたします。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  徳永議員の廃屋等のご質問でございます。 

  近年、高齢化や遠隔地への居住、また経済的事情などの理由により、空き家の

廃屋化が進行し、管理が行き届かないことによる影響が近隣住民に不安を抱かせ

たり迷惑を与えかねない状況が生じつつあることは私も憂慮しているところであ

りますが、まずは個人財産であるという観点から、所有者等に適正な維持管理を

求めていきたいと考えております。 

  また、廃屋の条例等でございますけども、この廃屋対策の条例につきましては、

今後ますます進んでいく高齢化や少子化によって管理されない空き家がふえてい

くことが懸念されることから、本町の実情に照らすとともに、情報収集など先進

自治体の取り組み等を研究してまいりたい、このように考えております。 

  また、従来から進めてきた空き家の利活用策はもとより、今年度に創設した空

き家再生事業の活用を図り、空き家の解消に向けた取り組みを進めていきたいと、

このように思っております。以上であります。 

○議長（西川憲雄）  徳永議員。 

○６番（徳永英太郎）  そうなんですね、本町にとっては、先ほど言いました空

き家バンクの登録制度というのがありまして、これは今、十分使用に値する建物

を家主さんが登録しているという現状だと思うんですけども、実際問題それだけ

では本当にいいんでしょうか。私は、本町の空き家の状態を一度きちんと調べて

ほしいなと思うんですよ。年に一、二回帰ってきて、盆、正月とかお彼岸とかに

帰ってこられる方のおうちの方とか、それからもうここ何年も帰っておられませ

んよみたいな、でも、まだ建物は使えますよみたいな建物とか。本当にいつ倒れ

るかわからん、もう屋根は崩れてるみたいな建物もあったりして、防犯にとって

も何かもうだめだし景観も悪いし、そういう建物があるんですね。だから、本町

の実態を一度調べていただきたいなと思うんです。 

  これ、つい先ごろの新聞なんですけどね、５月２９日、山陰中央新報。日南町

で、本県では初めてそういう空き家を調査して、日南町は３年かけて調査をした



－６５－ 

らしいですね。それで４６２戸も空き家があったんだそうです。そのうち２４７

戸は廃屋で、うち倒壊のおそれのある家屋が６７戸、これは新聞で報道してるん

ですけども。やっぱり、そういう状態なんですね。だから、これをそっくりその

まま本町に当てはめれるかどうかわからないんですけども、やはり同じような数

字が多分、出てくるんじゃないかというふうに推測されるんですね。人口移動が

田舎から都会へというのは本町だけじゃなしに全国的にそういう傾向にあるわけ

ですから、こういう数字はやはり本町でも似たような数字が出てくると思うんで

すね。 

  ですから、まず、先進自治体と言われましたけども、鳥取県では日南町の例が

ある。それから隣においては邑南町の例がありますね。邑南町も、なんか２０１

２年度に調査をして、危険な廃屋がもう３０棟あったと。将来危険になると予想

される廃屋は５１棟あったと。年間を通じて全く管理されてない空き家が３３４

棟あったと。そういう数字が出てるんですね。ですから近隣の町村でも、それな

りの調査をやってます。ですから本町でも、それはできないことはないと思うん

で、まず、先ほど町長が言われましたように、本当にこのままほうっておけば、

もう憂慮をされる状態が必ず起こると思うんですね、今でもそうなんですけども。 

  まず、そこで空き家調査ですね、これについて、じゃあやってみようとか、そ

ういうお気持ちはございませんか。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  空き家の軒数は、私の手元の報告にございます。これは

空き家でございますけども、智頭の町が８１軒、山形が４１軒、那岐が５２軒、

土師２０軒、富沢１５軒、山郷２１軒、合計２３０軒。こういうことを実は調べ

ております。 

  それから今、徳永議員がご質問なさってることは、本町だけでなく、これはも

う全国的な傾向の大問題であろうかと私も認識しております。そこで、この空き

家を調べてみますと、今、町の予算で例えば手を入れても、かなりうまく使える

という空き家もあれば、もう手を入れてもどうにもならないと、むしろお金を入

れることによって税金を無駄にするというようなこともあるんです。ですから、

その辺の見きわめということも非常に悩ましいと。それから、こちらのほうから、

実は住民からもぜひここの廃屋は危ないと、子どもたちの通学路にもなっておる

しというようなことで、いわゆる要請がございまして、これはいろいろ県とも話
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したりいろいろしました。しかし、相手が遠くにいらして、相手方のところまで

行っても、やっぱりノーという返事が返ってまいります。そうなるとなかなか手

が出せないという現状があるわけですね。ですから、そのあたりをどうするかと

いうこと、この辺が非常に悩ましい、頭の痛い問題ということでありますが、そ

うは言いながら、これも解決していかなきゃいかんということで、一番ベターな

のは、もうギブアップするから何とかというような、いわゆる持ち主がそういう

ことになれば、かなり進展するんですけども、なかなかそういかない部分で今、

現状は智頭町ではそういうことですが、これはほうるつもりはありませんので、

いろんな事例を研究しながら前に進めたいと思っております。 

○議長（西川憲雄）  徳永議員。 

○６番（徳永英太郎）  そうなんですね。所有者の方は、取り壊して、これをき

ちんと処理しようと思えば１００万単位の費用がかかるわけですから、別にもう

帰る予定もないし、自分にとっては何も関係ないから、そこまで金はかけんわい

やというのが本音だと思うんですね。でも、それでいいんかなとやっぱり思うん

ですね。 

  今の法律では、それは多分無理でしょうということなんで、じゃあなぜそうい

う空き家を適正に管理する条例が日本各地でできているか、そういう機運が高ま

っているかといったら、やはり空き家でほっとかれては困るから、その空き家を

適正に管理する、そういうことを図りながら倒壊等の事故とか犯罪とか火災等を

未然に防いで、安全で安心な暮らしと良好な景観を保持しようや、確保しようや

というのが目的だと思うんですね。 

  だから、そういう目的があれば、住民の皆さんにも所有者の皆さんにもその目

的をきちっと提示して、こうなんですよということを提示して、これからちょっ

とまた触れたいと思うんですが、条例の中で所有者の方がきちんと管理しやすい

ような条例を整備していく、こういうのがやはり行政としての責任ではないんだ

ろうかなというふうに考えるんですね。 

  ですから、いきなり、あんたげの家、危ないけえ取り壊せえ言っても、それは

多分どこの所有者だってそう簡単には応じてくれないと思うんですよ。だから、

これはやはり行政の強い、そういう姿勢とか意気込みみたいなもんも絶対必要で

すし、それを所有者の方に理解していただく、周知していただくというそういう

努力も絶対必要なんでね。 
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  そこで条例なんですけども、空き家を適正に管理する条例にするのか、廃屋等

の取り壊しを促進する条例にするのかみたいなんで、また考え方もちょっと変わ

ってくると思うんですね。私は、どちらがどうかということはここではちょっと

置いときまして、所有者の方に適正に管理してもらえるような条例にすれば、そ

の中で、じゃあ智頭町が、もし空き家が欲しいとか、移住してこられる方たちが

その空き家を手にするために、ほんなら幾らかの助成が、まあ智頭町もやってい

ますけども、助成が幾らであるとか、取り壊しのときにはどれぐらいを限度に助

成しましょうとか、そのときには例えば町内の業者を使ってくださいよみたいな

ことで限定すれば町内にとっても経済的に活性化をするし、そういうふうなこと

もやはりいろんな視野から考えていかないといけないこと思うんですね。だから

移住定住、これの助成の一環ともなるし、取り壊しとなれば町内業者指定となれ

ば町内業者の活性化の一因ともなるし、そういうふうなことも視野に入れながら、

やはりこれはぜひとも進めていってほしいなというふうに思ってるんですよ。 

  それで所管の課がどこになるのか、ちょっとその辺は私も難しいなと思いなが

ら、法的な措置になれば総務課が絡んでくるし、景観になれば企画課でしょうし、

税的なものになると税務住民課になるでしょうし、これはやはり各課が横断的に

いろいろ考えながら取り組んでいただきたいなというふうに思うんですけども、

所有者と町民の方、町が連携して空き家対策に取り組むということが、やはりそ

の中でそれぞれの義務や役割を皆さんできちんと整理をして認識をする、こうい

う作業がまず必要なんじゃないだろうかというふうに思います。 

  先ほど智頭町は２３０戸、２３０軒ですか、の空き家があると言われましたけ

ども、その辺の中身については精査はしておられますか。危険廃屋、倒壊のおそ

れがある廃屋とか、補修すれば十分使用に耐え得る建物、そこら辺の中身につい

ては精査はなさっておられますか。 

○議長（西川憲雄）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  後で企画課に答えさせますけども、その前に住宅用地に

対する課税標準の特例と固定資産の部分ですね。これ壊すのと更地にするのとか

いろいろありますんでね、その辺をちょっと税務課長のほうに振りますんで、そ

れを説明してから、今度は企画課のほうに。 

○議長（西川憲雄）  西沖税務課長。 

○税務住民課長（西沖和己）  徳永議員も多分ご存じかと思います。おっしゃっ
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とったように、建物を取り壊すのに１００万単位の金額が要り、さらに更地にな

った場合には、これまでは２００平米以下でございますと小規模住宅用地という

ことで税金のもととなります課税標準が宅地相場の６分の１で済んどるわけです。

これが住宅を撤去することによって、その特例措置というのがなくなります。ま

た、二通りありまして、もう一つは、一般住宅用地ということで２００平米を超

すものについては、これは３分の１に減額されるわけです。 

  したがって、町内でもそういった意図的とは申しませんけども、一定の経費を

かけて取り壊した後、今度は固定資産税そのものが逆に土地の分だけが上がった

ということにまゆをひそめる方もいらっしゃるのも事実でございます。そのこと

をご承知おきいただきたいと思います。 

○町長（寺谷誠一郎）  もう１点は課長に答えさせます。 

○議長（西川憲雄）  岡田企画課長。 

○企画課長（岡田光弘）  智頭町内で現在、空き家は２３０軒ということでござ

いますけども、企画としましては空き家バンクを創設しておりまして、それに登

録をしていただいて有効な空き家の利活用を促進するということで進めておりま

すが、現在、空き家バンクへの登録が８０軒余りございますので、約３分の１は

積極的に空き家の利活用ということで空き家バンクの登録をしております。さら

に空き家バンクの登録がふえるように、空き家の持ち主さんに個別に当たりまし

て登録を促すような作業をしております。 

  その中で危険家屋ということでございますが、現在何件ということではっきり

と申し上げることはありませんが、中には、もう利活用に適さないような危険家

屋が入っておるということも承知しております。また、関係課とも情報交換しな

がら、そのような空き家の中身ですね、内容につきまして利活用すべきものと所

有者に適正管理あるいは除却を求めていくようなものも含めまして、近隣の自治

体先進事例なども参考にしていきたいと考えております。 

  ちなみに県内では、日南町の空き家条例、あるいは米子市の空き家の適正管理

に関する条例、そして鳥取市におきましては条例化まではいきませんけども、要

綱内での空き家対策ということでの視点での取り組みを承知しております。中で

も鳥取市の空き家対策に対する要綱では、まちづくりという視点と老朽危険家屋

対策というものを両立した対策になっておりまして、本町これから、現在空き家

率８.３ということで、日南町の空き家平均率１８.９に比べますとまだまだ少な
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い状況でありますが、議員ご指摘のように、これから今後もそういった物件がふ

えてくるということが考えられますので、その対策につきまして情報収集と検討

を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（西川憲雄）  徳永議員。 

○６番（徳永英太郎）  情報収集、対策、これは本当に積極的にかかわってやっ

ていただきたいなというふうに思います。 

  総務省のほうとしても、総事業費のうちの過疎債部分でその自治体に負担がか

からんようにということで、ある意味ではこの事業に対して奨励もしております

んでね。課長、ご存じかと思いますけども、住宅新築助成とか補助とか空き家の

取得等の補助とか、それから廃屋取り壊し事業の補助とか、それからさっきの定

住、ＵＩターンの助成とか、それから、そういうふうなんで過疎債が使えるとい

うことですので、これら辺の費用についても十分研究されて、本町に負担がかか

らないような状態でぜひ研究を続けていただきたいというふうに思います。 

  次の質問に移らせていただきます。 

  それでは、次に教育長にお尋ねをいたします。昨年、町内にあった六つの小学

校が統合して、新たに智頭小学校としてスタートして１年と２カ月を経過したと

ころでございます。当時、閉校式で寂しい思いをしたり、開校式での新たな歴史

の始まりに立ち会えたことへの感動を覚えたのがついきのうのことのように思わ

れます。改めて、子どもたちの元気に通う様子を見るにつけ、元気な声を耳にす

るにつけ、保護者の皆さんを初め多くの住民の皆さんがほっと胸をなでおろして

おられることだと思います。 

  さて、本町教育の指針ともいうべき教育ビジョンの冒頭に、「智頭町を愛し

『確かな学力』『豊かな心』『健やかな体』の調和がとれ、『生きる力』を持つ

子どもを学校・家庭・地域で育成するために」とあります。これまでは地域の学

校として、それぞれの学校で、それぞれの地域と連携して、それぞれ特色のある

学校経営が行われてきました。今ここで気になるのは、これまでそれぞれの学校

で培われてきた、それぞれの地域との特色あるつながりであります。それぞれの

地域にはそれぞれの伝統があり、それぞれの歴史・文化があります。これらの継

承はどのようになされようとしているのでしょうか。 

  本来であれば、それぞれの家庭や集落、それぞれの地域で守り受け継いでいく

のがその姿であると言えるでしょう。しかし、現在の家庭状況、社会状況ではな
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かなか難しいのが現状と言わざるを得ません。入れ物が大きくなれば、なかなか

隅々まで行き届きません。これまでの地域とのつながりはだんだん薄くなってい

くように思われます。このことについてどのように考えているのか、教育長にお

尋ねをいたします。 

○議長（西川憲雄）  藤原教育長。 

○教育長（藤原 孝）  徳永議員の小学校統合後の地域とのつながりはどうか、

また智頭町の伝統、歴史、文化の継承についてどのように考えているかという質

問でございます。 

  昨年４月の小学校統合に当たりまして、その数年前から六つの小学校の校長は

もちろんのこと、教頭や教務主任等で定期的に会議を開催し、各地区の住民の方

の学校へのボランティア事業について、統合後の移行を協議してまいりました。

そのため現在の智頭小学校では、特に旧の小学校の教員を窓口といたしまして６

地区との協力体制を築いております。 

  ３年生以上の総合的な学習では、どの学年でも郷土とか林業にかかわる内容を

扱っておりますし、低学年の生活科学習でも同様に、実際に住民の方と一緒にな

った活動に取り組んでおります。一方、教科学習以外では、学校行事に地域探訪

の学習をあわせたり、クラブ活動や特別活動で旧の小学校のときにお世話になっ

た地区の方に引き続き支援をいただいております。 

  それから、本町の歴史や文化、伝統の継承につきましては、教育委員会として

も非常に重要であるというふうに認識をしております。将来の社会を担う子ども

たちに智頭のよさや智頭のすばらしさをしっかりと感じ取られる場面づくりをす

る必要があります。 

  当然ながら、これは学校独自や教育委員会独自で進められるものではありませ

ん。町民の方のこの問題に対する関心や問題意識にもかかわることでございます。

そのために、教育委員会といたしましては、住民が学校に積極的にかかわれる仕

組みづくりをより前向きに進めていきたいというふうに考えております。本年度

から県の事業を活用いたしまして、智頭町学校支援ボランティア事業を立ち上げ

ることとしており、現在調整を図っているところでございます。以上でございま

す。 

○議長（西川憲雄）  徳永議員。 

○６番（徳永英太郎）  私がここでお尋ねしたかったのは、やはり今までそれぞ
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れの地域とのつながりが強かったというか、濃いかったというか、そういう部分

があったんですね。それが一つの学校になって、それをそのままとは言わないま

でも、本当に今までみたいに地域の住民の皆様とのつながりが、子どもたちと学

校とのつながりがうまいことできるんだろうかという、そういうふうにちょっと

心配って言ったらおかしいかな、そういう思いがあるんです。だから、そのあた

りを、先ほど旧小学校で総合的な学習の中で支援していただいた方に出向いても

らったりして、それはやってるんだということだったんですけども、多分、今ま

でよりも、その頻度というか密度というか、そういうのはどうしても少なくなる

というか薄くなるというか、そういうふうなことが考えられるんでね、そこらあ

たりについて、じゃあどのように考えておられるかというのをもう少し具体的に

というか、聞きたいですね。 

○議長（西川憲雄）  藤原教育長。 

○教育長（藤原 孝）  先ほど申しました県からの事業を活用してということで、

学校支援ボランティア事業というのを立ち上げることとしておりますが、このボ

ランティアのコーディネーターという方をお願いしようと思っていまして、今ま

でやってきたそういう地域とのかかわり、今までの旧の学校のように隣の村のお

じいさん、おばあさんというわけにはまいらないかもわかりませんが、以前から

そういうボランティアでお手伝いをしてくださった方々はもちろん、これからさ

らに新しい協力をしてくださる方等をお願いするためのコーディネーター的な役

割を持つ方をお願いをして、一層地域とのかかわりを強めていきたいというふう

に思っております。 

○議長（西川憲雄）  徳永議員。 

○６番（徳永英太郎）  新規事業で学校支援ボランティアの大きな予算じゃない

けども、ついていたのは、それは私も存じておりますけども、どうしてもやはり

地域とのつながりが薄くなれば、その分だけ子どもたちと今まで智頭町それぞれ

の地域で培ってきた伝統や文化、そういうものとのふれあいが少なくなってくる。

だから、そのために子どもたちに智頭町のよさを伝えることができなくなれば何

か少し、統合は統合で、それはもういろんな効果があると思うんで、それはそれ

でいいんですけども、そういう地域文化を伝えるという面では社会教育でやるべ

き面も多々ありますけども、学校での場面というのもこれは重要だと思うんです

よ。ですから、このたびの新年度の予算説明書には地区公民館の役割として、地
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域における生涯学習や文化、スポーツ活動、青少年育成事業等の企画運営と福祉

と融合した社会教育活動の創造、住民主体の人づくり・まちづくり運動の充実を

目指すという地区公民館の役割もきちんとそれなりに提示してあるんで、それは

それでいいんですけども、それらの中で子どもたちを巻き込んで地域の文化、伝

統のよさをわかってもらうというのも一つのあり方なんですけども、やはり学校

が持つ教育的な効果というのは、やはりちょっと違うと思うんでね。そこら辺が

少し以前と比べたら薄くなるんじゃないかなというふうなのをちょっと心配して

おるところなんです。 

  まあ、もともと、それじゃあ伝統って何だいや、文化とか、どういうもんだい

やみたいなことを言われる方もあるんですけども、ちょっとおもしろい記事があ

ったんで、読まれた方もあるかと思いますですけど、これ日本海新聞です。１月

でしたか、ことしの。「伝統はある時点で極めて意図的に新しくつくり出される

ものだ。また伝統は常に革新にさらされる運命にあり、その取捨選択の偏見には

何らかの文化的、社会的、政治的要因が働いている。そして、伝統は無条件によ

いもの、守らなくてはならないものとして扱われる。あるいは古臭いものとして

興味を持たれなかったりもする。」こういう考え方もあるんですね。だから、す

べて伝統をじゃあ守りなさい、文化的なものを後世に伝えなさいというのは、こ

れは一概に、もう、これがいいとは言わないんですけども、やはり延々培われて

きたその地域のよさ、それこそが伝統であり、それぞれの地域の文化であると思

うんですね。 

  だから、先ほど言いました、本来はそれぞれの家庭でその家庭の今までずっと

伝わってきた行事なんかを伝えていく、儀式を伝えていくというのもやはり伝統

であり文化であると思うんですけども、それらがなかなかできなくなった現在、

それから地域としてもそういう行事が忘れ去ろうとしてる現在において、やはり

教育的な立場で昔からそういう伝統を受け継いでいる高齢者の方とか地域の方た

ちから子どもたちが教わるということはやはり必要なことなんだと思うんですね。

これらをやはり抜きにして智頭町のよさを子どもたちに伝えるということは、な

かなか難しいと思います。 

  先ほども子宝という言葉があると議員の発言がありました。本当に子宝なんで

す。子宝であるからこそ、地域や学校や家庭でその宝を大事に育てていこうとい

うのがやはりこの、先ほど言いました教育ビジョンの根底にあると思うんでね。



－７３－ 

だから、そういうことを考えると、やはり学校の持つ教育力というのはすごいと

思うんですよ。家庭の教育力が根底になるということは、それはもうやまやまな

んですけども、本当に学校の持つ教育力というのは、やはりこれを抜きにして智

頭町の教育は語れないと思いますので、私はあえて、やはり学校と家庭、地域の

連携の推進についてお尋ねしておるところです。 

  それで、最後になりましたけども、じゃあこの教育ビジョン、基本方針のめざ

す子ども像の具体化方針の９番に書いてある学校と家庭・地域社会の連携の推進

についてということについては、具体的にどのように進められていこうとしてる

のか。先ほど学校行事の支援ボランティアというのがありましたけども、どのよ

うにされようとしてるのか、お尋ねいたします。 

○議長（西川憲雄）  藤原教育長。 

○教育長（藤原 孝）  先ほど徳永議員言われたように、やっぱり六つの学校の

伝統文化すべてを統合小学校で継承していくということは、薄くなるという表現

がございましたけども、難しいというふうに私も考えます。 

  多分、今、統合後で年数がまだ少ないんですけども、これから５年、１０年、

旧の学校に通っていなかった子どもたちが智頭の小学校に入るということになる

と、今のように私は那岐の子とか土師の子とか、そういう感覚は多分薄くなって

いくというふうに思います。オール智頭の子というようなふうになると思います。

やっぱり地区公民館にもそういうのの一翼を担っていくような事業を考えていく

べきではないかなというふうに思います。 

  それから、先ほどありました学校と家庭・地域の連携の推進についてでありま

すが、この問題については教育委員会としても重視をしている内容でございます。

智頭を愛する子どもを育てることは、智頭町の将来、それから方向性とも大きく

かかわってくる問題でございます。学校支援ボランティア事業の推進による、地

域と一体となった郷土学習の推進はもちろんでございますが、既に行っておりま

す総合的な学習、それから生活科の学習、学校行事などで地域の魅力を学べるよ

うにすることが非常に大切だというふうに思っております。 

  それから、本町の取り組みに対して中学校段階で、みんなが建設的に主張して

かかわっていけるような学習になるように、中学校現場には指導をしておるとこ

ろでございます。 

  そのようなことで本町の未来に関心を持って、地域を憂い、積極的に本町の将
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来にかかわってくれる児童生徒の育成につなげていきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（西川憲雄）  徳永議員。最後になります。 

○６番（徳永英太郎）  じゃあ終わります。 

○議長（西川憲雄）  以上で徳永英太郎議員の質問を終わります。 

  以上で一般質問を終わります。 

  本日の日程は全部終了しました。 

  これで本日は散会いたします。 

 

散 会 午後 ２時３４分 
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